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第１章  

計画の策定にあたって 

 

 

 

 

 

 

本章では、札幌市地域福祉社会計画 2023 の策定にあたって、計画

策定の趣旨と計画の位置づけについて記載した上で、計画期間と計画

の策定体制について紹介しています。 

  

１ 計画策定の趣旨 

           

２ 計画の位置づけ 

           

３ 計画期間 

           

４ 計画の策定体制 

 

本章の内容 
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１ 計画策定の趣旨 

本市では、平成７年(1995 年)に札幌市地域福祉社会計画を策定し、地域

の住民や関係機関、企業等の事業者（以下「事業者」という。）等と協働

し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めてきまし

た。 

 

一方で、少子高齢化や核家族化の進行、令和２年(2020 年)からの新型コ

ロナウイルス感染症の流行等によって、地域社会を取り巻く環境は大きく

変化しました。 

地域のつながりの希薄化による社会的孤立、周囲に相談できず心身に負

担を抱える家族介護者（ケアラー1）の増加、8050 問題、ダブルケア、引

きこもりといった複合的な課題や狭間の課題を抱えた世帯の増加、地域福

祉活動の担い手の不足など、地域福祉における課題は多様化・複雑化して

います。 

 

こうした中、国では「ニッポン一億総活躍プラン」や、「『我が事・丸

ごと』地域共生社会実現本部」において、支え手側と受け手側に分かれる

のではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分ら

しく活躍できる地域コミュニティ2を育成し、公的な福祉サービスと共同し

て助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を掲げ、住

民に身近な圏域での体制整備や市町村における包括的な相談体制の整備の

必要性を示しました。 

その実現に向けて、社会福祉法を改正し、住民が主体的に地域課題を把

握し解決するための仕組みづくりや、複合化・複雑化した課題を受け止め

------------------------------------------------------------------------------ 
1【ケアラー】高齢や障がい等の理由により援助を必要とする家族等に日常生活の世話などの介護や

援助を提供する方。北海道では令和４年４月に「北海道ケアラー支援条例」、令和５年３月に「北

海道ケアラー支援推進計画」を策定し、ケアラー支援に関する基本的な考え方や具体的な取組が示

された。札幌市においては、令和５年１月に「ヤングケアラー支援ガイドライン」を策定し、ヤン

グケアラーの発見や支援に取り組むとともに、北海道の条例・計画に基づき相談支援体制の整備を

進め、高齢福祉・障がい福祉など各分野における支援の充実や分野横断的な連携体制の構築に取り

組んでいくこととしている。 
2【地域コミュニティ】町内会・自治会や各種団体などの、地域の住民同士のつながりや集まりのこと。 
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るための包括的・重層的な支援体制の確立に向けた地域福祉施策を推進し

ています。 

 

本市では、平成 30 年(2018 年)に第４期となる地域福祉社会計画を策定

し、福祉のまち推進事業をはじめとする様々な取組を実施してきましたが、

地域福祉を取り巻く環境の変化や新たな福祉ニーズに対応した取組をより

一層充実させていくため、国の動向も踏まえ、新たな地域福祉社会計画を

策定いたします。 

この計画は、地域の住民などの地域福祉活動への主体的な参加や、関係

機関、事業者及び行政などの連携によって、地域福祉に関連する取組を進

めることで、「互いに関心を持ち、支え合い、つながり合って、みんなで

創る安心して暮らし続けられるまち」を実現することを目的としています。 
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2 計画の位置づけ 

  社会福祉法に基づく市町村地域福祉計画 

  本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画であり、

本市の地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めます。  

 

  市の総合計画との関係性 

本計画は、本市の総合計画である第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ

ン［令和４年度～令和 13 年度］の基本的な方向に沿って策定することと

されている個別計画の一つとして位置づけられ、本市の地域福祉分野の

施策を具体化するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンでは、「まちづくりの重要概念」

として、誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強みとなって

いること【ユニバーサル（共生）】、誰もが生涯健康で、学び、自分らし

く活躍できていること【ウェルネス（健康）】、誰もが先端技術などによ

り快適に暮らし、新たな価値の創出に挑戦できること【スマート（快適・

先端）】を定め、まちづくりにおける諸課題について、分野横断的に統合

的な課題解決が図れるよう進めることとしており、本計画においては特に、

「ユニバーサル（共生）」や「ウェルネス（健康）」の視点を取り入れて

います。 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン 

アクションプラン 2023 

 [2023～2027 年度] 

ビジョン編 

 
 

札幌市地域福祉社会計画 2024 

[2024～2029 年度] 

さっぽろ障がい者プラン 2024 

さっぽろ医療計画 2024 

札幌市高齢者支援計画 2024 

個別計画 

主
な
関
連
計
画 

第４次さっぽろ子ども未来プラン 

札幌市自殺総合対策行動計画 2024 

健康さっぽろ 21 

第４次札幌市食育推進計画 

戦略編 

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン 

[2022～2031 年度] 
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  市の他の個別計画との関係性 

  本市では、対象（高齢者・障がいのある方・子ども等）や、分野（福

祉・保健・医療等）ごとに個別計画を策定し、各種施策を推進していま

す。社会福祉法において市町村地域福祉計画では「地域における高齢者

の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項」を定めるとされていることから、本計画では、各個別計

画における地域福祉分野に係る個別施策を盛り込み、他の個別計画と連

携・調和を図ることで、地域福祉力のより一層の向上を目指します。 

 

※ 札幌市成年後見制度利用促進基本計画との統合について 

認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加により成年後見制度の必

要性が高まる中、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に

策定、実施するため、国では平成 28 年(2016 年)に「成年後見制度の

利用の促進に関する法律」が施行され、平成 29 年(2017 年)には「成

年後見制度利用促進基本計画」が策定されました。 

本市においても、制度の利用が必要な人への支援や理解を進める対

応が必要となることから、令和３年(2021 年)に「札幌市成年後見制度

利用促進基本計画」を策定し、「一人ひとりの意思と権利が尊重され 

みんなが自分らしく生きられる共生のまち さっぽろ」を基本理念と

して本市の権利擁護支援を推進しました。 

この基本理念は本計画の目指す「地域共生社会」の実現と軌を一す

ることから、改めて本市の地域福祉施策の中に成年後見制度の利用促

進を位置付け、単独計画であった札幌市成年後見制度利用促進基本計

画を本計画に統合することとしました。 

 

  札幌市社会福祉協議会の「さっぽろ市民福祉活動計画」との関係性 

民間の活動・行動計画として札幌市社会福祉協議会3が策定する「さっ

------------------------------------------------------------------------------ 
3
【社会福祉協議会】社会福祉を目的とする事業の企画及び実施等により、地域福祉の推進を図ることを

目的とする民間組織。それぞれの都道府県、市区町村において、地域住民、社会福祉事業関係者

などの関係機関が幅広く参加・協力し、様々な事業を行っている。 
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ぽろ市民福祉活動計画」と市町村の行政計画として策定する「札幌市地

域福祉社会計画」は、本市における地域福祉の推進を共通の目的として

います。両計画の策定に際しては、地域の生活課題や地域福祉推進の理

念や方向性などを共有する必要があり、本計画に掲載される取組の中に

は「さっぽろ市民福祉活動計画」において具体化される取組もあるため、

それぞれの審議会・策定委員会に委員として参画し合い連携しながら審

議を進めました。 

 

  SDGs（持続可能な開発目標）との関係性 

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs〔エ

ス・ディー・ジーズ〕）」とは、平成 27 年(2015 年)９月の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載され

ている令和 12 年(2030 年)までの国際的な共通目標です。 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）と 169 のターゲ

ット（取組・手段）から構成され、地球上の「誰一人として取り残さない

（leave no one behind）」ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみ

ならず、先進国も含めた全ての主体が取り組む普遍的なものであり、我が

国においても積極的に取り組みが進められています。 
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「誰一人取り残さない」という SDGs の理念は、「地域共生社会」の実

現のための方向性と一致することから、本計画も、この SDGs の視点を踏

まえたものとしていきます。 

 

３ 計画期間 

 計画期間は、令和 6年(2024 年)度から令和 11 年(2029 年)度までの６年

間とします。ただし、社会状況の変化等により、必要に応じて見直しを検

討することとします。 

 

４ 計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  札幌市地域福祉社会計画審議会及び権利擁護部会 

  本計画の策定にあたっては、市の附属機関である札幌市地域福祉社会

計画審議会において、審議が行われました。 

審議会は、地域福祉活動に関わる団体の代表者、高齢・障がい・児童

福祉に関わる団体の代表者、保健・医療に関わる団体の代表者、福祉サ

ービスに関わる団体の代表者、教育関係者、学識経験者、公募による市

民の 17 名により構成され、市長の諮問に応じて、全６回の審議を経て、

計画案を市長に答申しました。 

また、統合する成年後見制度利用促進基本計画の施策や取組について、

 

 

 

 

 

札幌市 

市 長 

● 計画決定 

 

意見 

札幌市地域福祉社会計画審議会 
（権利擁護部会） 

 

市民意識調査 
地域福祉に関する意見交換会 
パブリックコメント 
出前講座・ホームページなど 

● 計画最終案の決定 

答申 
諮問 

札幌市社会福祉協議会 

（さっぽろ市民福祉活動計画） 

連携・調整 

＜市内部の検討体制＞保健福祉施策総合推進本部 

事務局 

● 基礎調査 

● 策定準備事務 

参画 

市 

民 

周知・説明 
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医療、福祉、学識経験者、成年後見制度に関する福祉関係者や法律分野

の専門職等の 13 名により構成される権利擁護部会（審議会内に設置）に

おいて、全４回の審議を実施しました。 

 

  札幌市内部の検討体制 

  本市の保健福祉施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした

「札幌市保健福祉施策総合推進本部」において、他の個別計画と連携し

ながら、検討を進めました。 

 

  地域福祉に関する意見交換会 

  令和５年(2023 年)７月から８月にかけて、市内 10 地区（各区 1 地区）

で、地区福祉のまち推進センター4関係者、民生委員・児童委員5等、地

域福祉活動に関係する方々との意見交換会を開催しました。 

 

  地域の福祉活動に関する市民意識調査 

  市民の地域活動への参加状況や近隣との交流状況、福祉のまち推進事

業を含めた地域の支え合い活動に対する意識を把握することを目的とし

て、アンケート調査を実施しました。 

・調査期間  令和４年(2022 年)9 月 30 日から 10 月 16 日まで 

・調査方法  郵送により、返信用封筒で回収（無記名） 

・調査対象者 16 歳以上の市民から無作為抽出した 3,000 人 

・有効回答数 1,079 件（35.9％） 

------------------------------------------------------------------------------ 
4【地区福祉のまち推進センター】市民による自主的な福祉活動を行う組織。ひとり暮らしの高齢者など

を対象とした見守り活動やサロンの開催など、市民による支え合い活動を行っており、概ね連合

町内会単位、市内 89 地区で組織化されている。 
5
【民生委員・児童委員】民生委員法に基づき、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談

に応じ、必要な援助を行うなど、社会福祉の増進に努める民間の奉仕者。市長の推薦により、厚

生労働大臣が委嘱する。民生委員は児童委員を兼ねており、地域で子どもが元気で安心して暮ら

せるように、子どもを見守り、妊産婦の子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援を行

う。 
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第２章  

計画策定の背景 

 

 

 

 

 

本章では、まず、地域福祉に関する国の検討状況や今日的な課題へ

の対応状況を紹介した後、第 4 期札幌市地域福祉社会計画と、本計画

に統合する札幌市成年後見制度利用促進基本計画の振り返りを記載し

ています。さらに、本市の地域福祉を取り巻く現状に関する統計デー

タも踏まえて、計画策定に際しての課題を整理しています。 

  

１ 国の検討状況 

           

２ 孤独・孤立対策 

 

３ 第４期札幌市地域福祉社会計画の振り返り 

           

４ 札幌市成年後見制度利用促進基本計画の振り返り 

           

５ 地域福祉を取り巻く現状 

           

６ 第５期札幌市地域福祉社会計画策定に際しての課題 

 

本章の内容 
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１ 国の検討状況 

  ニッポン一億総活躍プラン［平成 28 年(2016 年)６月２日閣議決定］ 

  少子高齢化への国の抜本的な対応策を示したニッポン一億総活躍プラ

ンにおいて、あらゆる場で誰もが活躍できる、全員参加型の社会である

「地域共生社会の実現」が掲げられています。 

ニッポン一億総活躍プランの抜粋 

（４）地域共生社会の実現 

子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創

り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現する。このため、支え手側

と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティ育成し、福祉などの地域の

公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築す

る。また、寄附文化を醸成し、NPO1との連携や民間資金の活用を図る。 

 

  地域共生社会の実現に向けた当面の改革工程 

  地域共生社会の実現に向けた検討を行うため、国では平成 28 年７月

に「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」、同年 10 月に「地域力

強化検討会」等を設置し、その検討結果を受けて当面の改革工程を示し

ています。 

 【当面の改革工程で示された市町村における体制整備のイメージ】 

  １「住民に身近な圏域」での体制整備  

○他人事を「我が事」に変える働きかけをする機能が必要 

○「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」 

受け止める場を設けるべき 

  ２ 市町村における包括的な相談支援体制の整備  

○協働の中核を担う機能が必要 

------------------------------------------------------------------------------ 
1
【ＮＰＯ(Non Profit Organization)】営利を目的としない民間の組織・団体。 
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「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）の抜粋 

［平成 29 年(2017 年)2 月 7 日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部］  

１．地域課題の解決力の強化 

○「自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的・積極的な取組、

「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちでの活動、「一人の課

題」について解決する経験の積み重ねによる地域づくりを支援する、『他人

事』を『我が事』に変えていくような働きかけを通じて、住民が、主体的

に地域課題を把握して解決を試みる体制を構築していく。 

○同時に、住民に身近な圏域において、各福祉制度に基づく相談機関や、社

会福祉協議会、社会福祉法人や NPO 法人、住民を主体とする活動団体など

が、相互に連携しながら、専門分野だけではなく、地域の住民が抱える課

題について、分野を超え『丸ごと』の相談を受け止める場を設けていく。 

○本人に寄り添いながら生活全般に対する包括的な支援を行うという生活 

困窮者自立支援制度の理念を普遍化し、住民に身近な圏域で明らかになっ

た課題、特に、多様・複合的な課題について、福祉分野だけでなく、保

健・医療、権利擁護、雇用・就労、産業、教育、住まいなどに関する多機

関が連携し、市町村等の広域で解決を図る体制を確保する。住民に身近な

圏域における『丸ごと』の相談体制と緊密に連携することにより、すべて

の住民を対象とする包括的相談支援体制を構築する。 

 ３．地域を基盤とする包括的支援の強化 

○地域包括ケアの理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者や子どもなど

生活上の困難を抱える方が地域において自立した生活を送ることができる

よう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地域を『丸ごと』支

える包括的な支援体制を構築し、切れ目のない支援を実現する。 
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（3）社会福祉法の改正（平成 30 年４月 1 日施行、令和 3 年 4 月 1 日施行） 

地域共生社会の実現に向けた改革の一つとして、社会福祉法が平成 30

年(2018 年)と令和３年(2021 年)にそれぞれ改正されました。  

平成 30 年(2018 年)４月施行の改正では、市町村は、住民が主体的に地

域課題を把握し解決するための仕組みづくりや、複雑化・複合化した課題

を受け止めるための包括的な支援体制の整備に努めることが規定されまし

た。  

令和３年(2021 年)４月の改正では、地域福祉の推進は、地域住民が相互

に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目

指すものであると明確化されるとともに、市町村における包括的な支援体

制構築のための一手法として、属性を問わない相談支援、参加支援及び地

域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設

されました。 

 

社会福祉法の抜粋 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならな

い。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関す

る活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サ

ービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保

されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とす

る地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若し

くは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽

減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関す

る課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他
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の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の

活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課

題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関

（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特

に留意するものとする。 

（包括的な支援体制の整備） 

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業を

はじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の

各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進

のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が

包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対す

る支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域

住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するた

めに必要な環境の整備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に

応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関

に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支

援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するため

に、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画

的に行う体制の整備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじ

めとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図る

ため必要な指針を公表するものとする。 

（重層的支援体制整備事業） 

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を

整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定め

るところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく
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事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、

地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域

住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整

備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談

に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、

支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及

びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行

うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事

業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七

条第一項第三号に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での

困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体

制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他

の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを

行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する

機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係

る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省

令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労

働大臣が定めるもの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七

条第一項第九号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 
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四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とす

る地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応

じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労

働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及び

その世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱

える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決

に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に

対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で

定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として

厚生労働省令で定めるものを行う事業 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を

一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよ

う努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関

する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするとき

は、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、そ

の内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調

査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるとき

は、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 
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２ 孤独・孤立対策 

人口減少や少子高齢化といった社会環境の変化や、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、地域社会における人と人とのつながりの希薄化

が進み、孤独・孤立の問題が顕在化してきたことを踏まえ、令和３年

(2021 年)12 月に国では「孤独・孤立対策の重点計画」が策定されまし

た。 

 また、令和５年(2023 年)５月 31 日には「孤独・孤立対策推進法」が成

立し、孤独・孤立状態にある方への支援等に関する取組についての基本理

念、国等の責務、施策の基本となる事項等が定められ、地方公共団体は、

地域の状況に応じた施策の実施が求められています。 

 こうした国の動向を踏まえ、札幌市においても、国が示す孤独・孤立対

策の基本的考え方に基づいて取組を進めていく必要があります。 

地域福祉、高齢者支援、障がい者支援、自殺対策、ひきこもり支援等の

各分野に孤独・孤立対策の視点を取り入れ、各分野の取組を着実に進める

とともに、地域で孤立している方や支援を必要としている方への分野横断

的な支援にも取り組んでいきます。 

 

【孤独・孤立対策の重点計画】（令和３年 12 月 28 日策定、令和４年 12 月 26 日改定） 

○孤独・孤立対策の基本理念（概要） 

（１）孤独・孤立双方への社会全体での対応 

 ・孤独・孤立は、人生のあらゆる場面において誰にでも起こり得るも

の。当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、社会全体で対応

しなければならない。 

 ・一般に、「孤独」は主観的概念であり、ひとりぼっちと感じる精神的

状態を指す。他方、「孤立」は客観的概念であり、社会とのつながりや

助けのない又は少ない状態を指す。 

 ・当事者や家族等の状況は多岐にわたり、孤独・孤立の感じ方・捉え方

も人によって様々であることに留意しつつ、当事者や家族等が「望まな
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い孤独」及び「孤立」を対象に取り組む。 

（２）当事者や家族等の立場に立った施策の推進 

 ・孤独・孤立の問題は、人生のどの場面で発生したかや当事者の属性・

生活環境等によって多様。また、当事者のニーズや生活の基盤をおく地

域の実情等も多様。 

 ・その時々の当事者の目線や立場に立って、切れ目がなく息の長い、き

め細かな施策を推進する。加えて、当事者の家族等も含めて支援する観

点からの施策を推進する。 

（３）人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進 

 ・当事者や家族等が相談できる誰かや信頼できる誰かと対等につながっ

ているという形で人と人との「つながり」を実感できることが重要。 

 ・社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れ、広く多様な主体

が関わりながら、人と人との「つながり」をそれぞれの選択の下で緩や

かに築けるような社会環境づくりを目指す。 

 ・行政機関において、既存の取組も活かして、分野横断的な対応が可能

となる孤独・孤立対策の推進体制を整備した上で、住民組織や NPO 等と

の連携・協働により、安定的・継続的に施策を展開する。 
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３ 第４期札幌市地域福祉社会計画[平成 30 年(2018 年)策定]の振り返り 

  第４期札幌市地域福祉社会計画について 

ア 基本理念 

高齢者、障がいのある方、子どもを含むすべての市民が、それぞれ

の役割をもって地域づくりや生きがいづくりに参画し、助け合えるよ

うな住みやすいまちづくりを目指すために、「みんなで支え合い、住み

慣れた地域で安心して暮らし続けられるまち さっぽろ」を基本理念

としました。 

 

イ 基本目標 

基本目標Ⅰ 

市民が互いに支え合うぬくもりのある地域づくりを支援します 

 

様々な要因による社会的孤立を防ぎ、多様化・複雑化する課題に対

応するため、市民に助け合い・支え合いの意識を醸成し、地域福祉活

動への主体的参加を推進しました。 

 

基本目標Ⅱ 

暮らしにくさや困りごとを抱えた市民に寄り添い的確な支援ができ

る体制を整えます 

 

住民組織等での対応が難しい課題の解決が図られるよう、行政・専

門機関による相談支援体制を整えました。また、制度の狭間等の課題

に対応する包括的な支援体制の構築に向けた検討を進めました。 

 

基本目標Ⅲ 

安全・安心で暮らしやすい環境づくりを勧めます 

 

高齢者や障がいのある方などを含む、市民のだれもが住み慣れた地

域で暮らし続けられるように生活環境の整備を進めました。併せて、

災害時に備えた地域での支え合いの取り組みを推進しました。 
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  第４期札幌市地域福祉社会計画の取組の成果 

基本目標Ⅰ市民が互いに支え合うぬくもりのある地域づくりを支援します 

 施策１ 福祉のまち推進事業による地域福祉力の向上  

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

福祉推進委員会の設置 

（福祉推進委員会を組織して

いる単位町内会の割合） 

1,270 か所

（57.7%） 

1248 か所 

（58.5%） 

1,500 か所 

(68.2%) 

※ 数値は各年度末時点の設置数 

施策２ 市民の主体的参加による地域福祉活動の推進 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

ボランティア活動センターが

実施する研修の受講者数 

13,357 人 46,757 人 80,000 人 

※当初値は単年度の数値、2022 年度及び目標値は当初値からの累計 

施策３ 重層的な見守りや支援活動のための支え合いネットワークの推進 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

見守り協定を締結する 

事業者数 

７社 20 社 15 社 

※ 数字は各年度末時点の協定締結事業者数 

基本目標Ⅱ 暮らしにくさや困りごとを抱えた市民に寄り添い的確な支援がで

きる体制を整えます。 

 施策４ 誰もが地域で自分らしくいきいきと暮らすことのできる体制の整備 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

福祉除雪の地域協力員数 
3,485 人 3,584 人 4,000 人 

※ 数字は単年度の人数 
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施策 5 生活に困りごとを抱える方に対する支援体制の充実 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

※ 各指標は全て単年度の数字である 

生活困窮者の新規相談件数 3,335 人 10,969 人 4,000 人 

個別支援プランの作成件数 839 件 979 人 1,600 件 

生活困窮者の就労者数 647 人 502 人 1,000 人 

学習支援事業参加者の 

高校等進学率 
100% 100% 100% 

ネットワーク会議の 

開催回数 
３回 ２回 ４回 

施策６ 多様な地域福祉課題に円滑に対応する相談支援体制の充実 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

専門機関や住民組織を 

包括的に結び付けるような 

仕組みの検討 
― 

北区・東区での

支援調整課 

モデル実施開始 

仕組みの構築 

基本目標Ⅲ 安全・安心で暮らしやすい環境づくりを進めます 

 施策７ 市民にやさしい生活環境づくりの推進 

 指標 
当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

心のバリアフリー等に関する

市民への周知啓発回数 

４回 35 回 30 回 

※当初値は単年度の数値、2022 年度及び目標値は当初値からの累計 

施策８ 災害時にも強い地域づくりの推進 

 
指標 

当初値 

（2016 年度） 
2022 年度 

目標値 

（2023 年度） 

要配慮者避難支援対策事業 

地域組織への説明会等 

支援実施回数 

79 回 196 回 576 回 

※当初値は単年度の数値、2022 年度及び目標値は当初値からの累計 
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  第４期札幌市地域福祉社会計画の振り返り 

  基本理念、計画目標に沿って施策展開を行った結果、十分な効果があ

ったと評価できる項目・指標がある一方で、新型コロナウイルス感染症

等により進捗に影響のあった項目・指標も多くありました。 

  施策１・施策２・施策８のように、人が集まる地域福祉活動や研修な

どの集会を行う指標は、令和元年（2019 年）度までは概ね増加で推移し

ていたものが、令和２年（2020 年）度以降、コロナ禍における行動制限

や生活様式の変化により減少に転じました。 

  逆に、施策５の生活困窮者の新規相談件数は、新型コロナウイルス感

染症対策として実施された社会福祉協議会の特例貸付利用者からの相談

や、要件が緩和された住居確保給付金に関する相談が増えたことから、

令和２年（2020 年）度から大きく増加しています。この相談への対応

や、住居確保給付金の支給事務を優先したため、個別支援プランの作成

などの指標の進捗に影響が出ています。 

  このように、新型コロナウイルス感染症の影響により停滞した地域福

祉活動を取り戻すための取組を進めるとともに、地域福祉活動の担い手

の不足について、重要な課題として再認識していく必要があります。 

  なお、施策４の福祉除雪の協力員数は、大雪に伴う利用世帯の急増に

対して協力員確保に向けた周知・広報が追い付かず、結果として目標に

到達していないことから、令和３年（2023 年）度から広報周知活動を強

化しています。 
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４ 札幌市成年後見制度利用促進基本計画の振り返り 

  令和 3 年(2021 年)に策定した札幌市成年後見制度利用促進基本計画で

は、基本理念として「一人ひとりの意思と権利が尊重されみんなが自分

らしく生きられる共生のまち さっぽろ」を掲げ、以下の３つの基本目

標を立てました。また、計画の成果を確認するため基本目標ごとに成果

指標を設定しています。 

実施結果については以下のとおりとなっており、成年後見推進センタ

ーの設置等、概ね計画に沿って取組が進んでいます。 

今後は、このような現状を踏まえて、成年後見制度をはじめとした権

利擁護支援を更に推進していく必要があります。 

 

実施効果（成果指標） 実施結果 

基本目標１ 成年後見制度の利用を促進するための体制を整備します 

＜施策＞ 

○権利擁護支援の体制整備と地域連携ネ

ットワークの構築 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

○中核機関及び協議会の設置 

→2021 年度末までに設置 

2022 年 3 月に中核機関として札幌市成年

後見推進センターを設置し、広報業務や相

談業務を中心に成年後見制度の利用の促進

に向けた取組に努めました。 

また、協議会として札幌市成年後見推進

協議会を設置し、地域連携ネットワークを

効果的に機能させるための取組について検

討を進めました。 

 ＜実績＞ 

○中核機関の設置 

・2021 年度末に設置 

○協議会の設置 

・2022 年度に設置 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 誰もが等しく安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整えます 
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＜施策＞ 

○制度利用につながる情報提供や相談の

実施 

○成年後見制度利用支援事業の推進 

○後見人となる人材の育成・活用 

○適切な権利擁護支援につなげるための

体制の整備 

 

＜指標＞ 

○成年後見制度の認知度 

 

→2023 年度末までに 33％ 

○権利擁護支援に関する研修受講人数 

（累計） 

 →2023 年度末までに 3,000 人 

○本人・親族申立ての報酬助成件数 

（累計） 

→2023 年度末までに 330 件 

札幌市成年後見推進センターでは、パン

フレットの作成やホームページの開設など

の広報業務や、制度に関する一般的な内容

や個別的な案件に関する相談業務等を実施

しました。 

また、地域包括支援センターや障がい者

相談支援事業の職員といった福祉の関係機

関の職員を対象に研修を実施しました。 

＜実績＞ 

○成年後見制度の認知度 

・2021 年度 30.1％ 

・2022 年度 35.5％ 

○権利擁護支援に関する研修受講人数 

・2021 年度 107 人 

・2022 年度 1,200 人 

○本人・親族申立ての報酬助成件数 

・2021 年度 116 件 

・2022 年度 325 件 

基本目標３ 後見人が活動しやすい環境づくりを進めます 

＜施策＞ 

○後見活動を支援する仕組みづくり 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

○後見活動等に関する相談対応 

 →2021 年度末までに実施 

○チーム構築の支援 

 →2021 年度末までに実施 

 成年後見推進センターでは、成年後見制

度を利用する前段階での相談のみならず、

既に制度を利用している方についても、親

族後見人からの相談を受け付けています。  

また、相談窓口の周知については、家庭

裁判所と連携して親族後見人への案内を行

いました。 

 チーム構築の支援についても 2022 年度か

ら実施しています。 

＜実績＞ 

○後見活動に関する相談支援 

・2022 年度から開始 

○チーム構築の支援 

・2022 年度から開始 

 

23



５ 地域福祉を取り巻く現状 

  人口構造の変化 

ア 少子高齢化の進行 

本市は、昭和 45 年(1970 年)の国勢調査で人口 100 万人を超え、わ

が国で８番目の 100 万都市となりました。 

その後は、景気の停滞などによる社会増加の縮小、出生率の低下や

高齢化の進行に伴う死亡数の増加などを要因として、人口増加規模は

縮小傾向で推移したものの、人口増加自体は続き、令和２年(2020

年)10 月１日の国勢調査による総人口は、1,973,395 人で、横浜市、大

阪市、名古屋市に次いで、全国政令指定都市で４番目の人口規模とな

っています。 

しかし、これまで増加傾向が続いてきた本市の人口について、今後

は減少が予想されています。 

 

・札幌市の総人口の推移（各年 10 月 1日現在） 

 

＜資料＞ 総務省「国勢調査」、札幌市 

24



年齢別割合を見ると、老年人口の割合が増える一方で、生産年齢人

口と年少人口の割合はともに低下しており、少子高齢化が進行してい

ます。 

65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合（高齢化率）は、高齢社会

といわれる 14％を平成 12 年(2000 年)に超えました。 

その後も高齢化率は上昇し、平成 27 年(2015 年)の国勢調査では、

超高齢社会といわれる 21％を超えて 24.9％となりました。 

令和２年(2020 年)には４人に１人以上が高齢者となり、令和 12 年

（2030 年）には高齢化率は 31.3%まで上昇し、全国の高齢化率 30.8%

を上回る見込みです。なお、同じ札幌市内でも地域によって高齢化率

には差があります。 

また、高齢化率の上昇幅は、昭和 50 年から 60 年(1975 年から 1985

年)までの 10 年間で 2.2 ポイントだったのに対し、平成 22 年から令和

２年(2010 年から 2020 年)までの 10 年間では、7.4 ポイントと急激に

拡大しています。 

・札幌市の人口の年齢別割合の推移（各年 10 月 1日現在） 

 

＜資料＞ 総務省「国勢調査」、札幌市 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」    

※R12 年の推計値について、札幌市の年齢別割合は本市の独自推計値 

     全国の高齢化率は国立社会保障・人口問題研究所の推計値 
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一人の女性が生涯に産む子どもの数を表す合計特殊出生率2は低下傾

向にあり、札幌市においては、平成 17 年(2005 年)には、はじめて

1.00 を割り込み、0.98 となりました。その後、平成 27 年(2015 年)に

は 1.18 と上昇に転じたものの、令和２年(2020 年)には 1.09 と再び減

少しており、人口を維持するのに必要とされる 2.07 を大きく下回って

います。 

また、平均寿命は男女ともに延伸傾向にあります。令和２年(2020

年)では、札幌市の女性の平均寿命が約 87 歳、男性の平均寿命が約 81

歳となっています。 

・全国と札幌市の合計特殊出生率の推移  

 

・全国と札幌市の平均寿命の推移 

 

 ＜資料＞ 厚生労働省「完全生命表」、札幌市「札幌市衛生年報」 

------------------------------------------------------------------------------ 
2【合計特殊出生率】15 歳～49 歳の女性の年齢別出生率の合計。 
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イ 世帯構成の変化 

   家族類型別では、単独世帯（世帯人員が一人の世帯）の割合が最も

高く、年々増え続け、令和２年(2020 年)には、43.6％となっていま

す。一方で、夫婦と子どもの世帯の割合は徐々に低下しています。 

 

・札幌市の一般世帯の家族類型別割合（各年 10 月 1日現在） 

 

 ＜資料＞ 総務省「国勢調査」 
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   平均世帯人員は年々減少しており、令和２年(2020 年)の国勢調査で

は 1.98 人となっています。 

 

・札幌市の平均世帯人員の推移（各年 10 月 1 日現在） 

 

 ＜資料＞ 総務省「国勢調査」 

 

28



  地域で支援を必要とする方の現状 

ア 高齢者の状況 

   高齢化の進行に伴い、一人暮らし高齢者や、ともに 65 歳以上の夫

婦世帯が急速に増加しています。平成 27 年(2015 年)の国勢調査で

は、一人暮らし高齢者が 10 万世帯を超え、令和２年（2020 年）には

121,789 世帯となっています。また、ともに 65 歳以上の夫婦世帯も

99,077 世帯と増加しています。 

   一人暮らし高齢者世帯は今後も増加が予想され、令和 12 年（2030

年）には 155,500 世帯となる見込みです。 

 

・札幌市の一人暮らし高齢者（65 歳以上の単独世帯）、ともに 65 歳以上の夫婦世帯の推移 

（各年 10 月 1日現在） 

 

＜資料＞ 総務省「国勢調査」、札幌市 

 

※R12 年の推計値は単独世帯のみ 
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介護保険サービスを必要とする方は年々増え続けており、今後も増

加傾向が見込まれています。 

 

・札幌市の要介護等認定者数の推移と今後の見通し(各年 10 月１日現在) 

 

＜資料＞ 厚生労働省、札幌市 

 

 

※数値は第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の合計 

30



イ 障がい者(児)の状況 

   障害者手帳の交付者総数は年々増加しています。 

身体障害者手帳の交付者数は横ばいの傾向にありますが、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は年々増加の傾向にありま

す。 

 

・札幌市の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳被交付者数 

（各年度末現在数） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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ウ 課題に直面する子どもの状況 

   近年、児童相談所への相談件数は増加傾向にあり、児童虐待に関す

る相談については令和元年(2019 年)度以降、2,000 件を超えて推移し

ています。 

 

・札幌市の児童相談所相談件数（うち児童虐待相談件数）（各年度の合計件数） 

 

＜資料＞ 札幌市  

 

32



エ 生活保護受給者の状況 

   生活保護の受給者数及び保護率は、平成 26 年(2014 年)度を境に減

少傾向にあります。 

一方、高齢化の進展とともに単身世帯が増加傾向にあり、受給世帯

数については緩やかな増加が続いています。 

 

・札幌市の被保護世帯、被保護人員、保護率の推移（各年度平均） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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  地域福祉を支える活動者の動向 

ア 町内会の活動 

都市化の進行、住環境の変化、市民の生活様式の変化等により、地

域社会に対する市民の意識が変化しています。また、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、近隣の付き合いが希薄になり、地域への帰

属意識が低下していると考えられます。 

本市の総世帯数、町内会に加入する世帯数は緩やかに増えているも

のの、町内会への加入率は年々低下しており、令和５年(2023 年)では

69.4％となっています。 

 

・札幌市の総世帯数と町内会加入世帯数の推移（各年１月１日現在） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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・札幌市の町内会加入率の推移（区別含む）（各年１月１日現在） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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イ 地域福祉活動従事者の動向 

   地域には、厚生労働大臣から委嘱される地域住民のボランティアで

ある民生委員・児童委員がいます。民生委員・児童委員は、社会奉仕

の精神をもち、常に住民の立場に立って相談・援助活動を行うなど、

地域の最も身近な相談役として、地域福祉の推進において大きな役割

を果たしています。 

本市では、３年に１回の一斉改選にあわせて、民生委員・児童委員

の定数を見直すこととしています［直近で令和４年(2022 年)に実

施］。欠員が生じている場合は、年３回補充を行っていますが、担い手

が年々不足しており、令和４年(2022 年)度末の定数充足率は 93.8％と

なっています。 

 

・札幌市の民生委員・児童委員の定数現員数及び充足率の推移（各年度末現在数） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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本市では、高齢者に対する見守り・安否確認など地域における市民

の自主的な福祉活動を支えるため、平成７年(1995 年)から福祉のまち

推進事業を実施しています。 

この事業の核となるのは、おおむね連合町内会単位に設置されてい

る「地区福祉のまち推進センター」で、令和４年(2022 年)度末では、

市内 89 地区に設置されています。 

令和４年(2022 年)度には 11,826 人が福祉のまち推進センターの活

動（福まち活動）に参加していますが、近年、活動者数は減少傾向に

あり、活動者からは、担い手が高齢化・固定化しているという声も上

がっています。 

 

・地区福祉のまち推進センター活動者数の推移 

 

＜資料＞ 札幌市 
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札幌市社会福祉協議会のボランティア活動センターでは、ボランテ

ィアの登録、活動調整等を行っております。 

近年ボランティア登録者数は減少傾向にあり、平成 27 年(2015 年)

度に 42,000 人を超えていたボランティア登録者数は、令和４年（2022

年）には 35,832 人となっています。 

 

・札幌市社会福祉協議会のボランティア登録者数の推移（各年度末現在） 

 

＜資料＞ 札幌市 
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６ 第５期札幌市地域福祉社会計画策定に際しての課題 

 本章で取り上げた国の検討状況、本市の現状・背景や第４期札幌市地域

福祉社会計画の振り返りを踏まえて、第５期計画の策定に際して、考慮す

べきと思われる主な課題は以下のとおりです。 

 

【課題１】地域で支援を必要とする方の増加 

 社会構造の変化や、地域生活課題3への関心や理解が高まりつつある中、

地域で支援を必要とする方が増加・顕在化してきています。 

 

【課題２】社会から孤立する世帯の増加 

近隣関係の希薄化や単独世帯の増加など、社会的に孤立し、深刻な課題

を抱えた世帯が増加しています。 

・近所付き合いの程度について「挨拶をする程度」「付き合いはない」と

答えた方の合計：59.8%(平成 28 年)⇒ 65.5%(令和４年) 

・困りごとを相談できる相手がいない一人暮らし世帯の割合：6.8％（平

成 28 年）⇒9.4％(令和 4年) 

 

【課題３】地域福祉活動の担い手不足 

 地区福祉のまち推進センターの活動者や札幌市社会福祉協議会のボラン

ティア登録者数の減少、民生委員・児童委員の充足率の低下など、地域福

祉活動の担い手が不足しています。 

 

【課題４】地域福祉活動の認知度の低下 

新型コロナウイルス感染症の影響によって活動を行えない状況が続いた

ことなどにより、地域福祉活動の認知度は低下傾向にあり、担い手の不足

------------------------------------------------------------------------------ 
3 【地域生活課題】福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防、

保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの

孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保される上での各般の課題 
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等にもつながっています。 

・福祉のまち推進センターの認知度：16.9%(令和 4年) 

・地域活動に参加していない理由に「情報がないから」と 答えた方：

31.5%（平成 28 年）⇒45.4%(令和４年） 

 

【課題５】複合的な課題・制度の狭間等の課題を抱えた世帯の増加・顕在化 

社会構造の変化や、法改正等による社会的ニーズの高まり等により、地

域福祉における課題は複雑化・複合化しており、また既存の制度での支援

が難しい課題への対応が必要となっています。 

・家族介護者（ケアラー）の負担の増加や育児介護の同時進行（ダブル

ケア）、無職でひきこもり状態にある子と要介護高齢者の親（8050 問

題）など、介護を必要とする人の問題だけではなく、家族全体の課題

を抱える世帯 など 

・ごみ屋敷問題や行政サービスを必要としているが支援を拒否している

世帯など既存の制度では支援が難しい世帯 など 

 

これらの課題から、支援を必要とする人や課題を抱える世帯が支援の手

から漏れることのないよう多様な主体による連携を強化すること、地域福

祉活動の認知度の上昇や担い手確保に向け、人材確保・広報活動を強化す

ることが求められます。 
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第３章  

計画の理念・目標と体系  

 

 

 

 

本章の内容 

 

本章では、まず、第２章で整理した課題の解決に向けて、本市が目

指す地域福祉の方向性を整理しています。 

そして、それらの方向性を踏まえて、本計画の基本理念と基本目標

を設定し、計画の体系をまとめています。 

  

１ 札幌市が目指す地域福祉の方向性 

           

２ 基本理念 

           

３ 基本目標 

           

４ 計画の体系 
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１ 札幌市が目指す地域福祉の方向性 

 第２章における現状分析から洗い出された各課題を踏まえ、本市が目指

すべき地域福祉の方向性を以下の通り定めます。 

 

  地域共生社会の実現について 

本市ではこれまでの地域福祉社会計画の基本理念である「みんなで支

え合い住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまち さっぽろ」をも

とに地域福祉に関する様々な施策を展開してきました。 

そのような中、社会福祉法において、地域福祉の推進とは地域住民が

相互に人格と個性を尊重し合いながら参加し、共生する地域社会（地域

共生社会）の実現を目指すものという考え方が明確化されたところです。 

本市においては福祉のまち推進センター等を中心とした「住民に身近

な圏域」での体制整備や、行政や関係機関等の「市区圏域」での体制整

備によって包括的な支援体制を構築する取組を推進することで、これま

でも地域共生社会の実現を目指してきました。 

今後も国の方針や本市の取組を踏まえて、地域住民が課題を把握し解

決するための仕組みづくりや、複合化・複雑化した課題を受け止めるた

め、包括的・重層的な支援体制の整備を進めていきます。 

 

  住民に身近な圏域での体制整備について 

本市では、区役所・まちづくりセンターや専門機関による相談や支援

のほか、市区社会福祉協議会の支援のもとに福祉のまち推進センターな

どによる見守り活動や活動拠点での来所・電話相談、日常生活支援活動

を推進してきました。 

また、市区社会福祉協議会では、福祉のまち推進センターの調整機能

の強化に向けて、地域福祉課題の解決調整の中核を担う活動者の養成に

向けた取組を進めてきました。 

本市では、これまで地域で育まれてきた福祉のまち推進センター、町

42



内会、民生委員児童委員協議会1など住民主体の組織を中心とした地域づ

くりを目指し、新型コロナウイルス感染症により停滞してしまった地域

福祉活動のリスタート及び持続可能な地域福祉活動に向けた支援を行っ

ていきます。 

 

  市区圏域での体制整備について 

本市では高齢者、障がいのある方、子ども、医療などの分野ごとに、

支援体制の整備や各種関係機関とのネットワークづくりを進めてきまし

た。 

一方で、地域における福祉のニーズは多様化・複雑化しています。 

地域での解決が困難な複合化・複雑化した課題や制度の狭間にある課

題等に対応するためには、適切な支援機関につなげるとともに、地域住

民や関係機関、事業者等、地域の多様な主体が連携・協働して支援がで

きる仕組みの整備が必要となります。 

本市では、地域の抱える課題について、相談支援機関等の関係機関の

連携に加え、福祉のまち推進センターや民生委員児童委員協議会、町内

会などの住民主体の組織等との連携を図ることで、地域における福祉ニ

ーズが埋もれることなく、必要とされる支援が包括的・重層的に行われ

るような体制を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
1
【民生委員児童委員協議会(民児協)】民生委員・児童委員により構成される組織。本市では、市、区、

地区のレベルで設置されている。個々の委員活動を支える役割を果たすとともに、課題別の部会

を設置するなどにより組織的な活動も行われる。 

小圏域（90 地区） 

大圏域（札幌市） 

単位町内会 
約 2,200 か所 

連合町内会 
90 か所 

地区福祉のまち推進センター 
89 か所 

障がい者 

相談支援事業所 
18 か所 

まちづくりセンター 
86 か所 

福まち活動者 
約 12,000 人 

区役所家庭児童相談室 

区社会福祉協議会 

市社会福祉協議会 

 

生活就労支援センターステップ 

若者支援総合センター 

民生委員・児童委員 
約 2,800 人 

区保健福祉部 

区保育・子育て支援センター 

地区民生委員 
児童委員協議会 

90 か所 

小学校 
中学校 

中圏域（10 区） 

小圏域（単位町内会圏域） 

住
民
に
身
近
な
圏
域 

市
区
圏
域 地域包括支援センター 

27 か所 

介護予防センター 
53 か所 

地区社会福祉協議会 
89 か所 

【札幌市の圏域イメージ】 

児童相談所 
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２ 基本理念 

第４期札幌市地域福祉社会計画では、「みんなで支え合い 住み慣れた

地域で安心して暮らし続けられるまち さっぽろ」という基本理念のもと

計画事業を実施し、地域福祉を推進してきました。 

これからも本市の地域福祉をより一層推進するとともに、第２章で取り

上げた本市の地域福祉を取り巻く課題や国の動向を踏まえ、この計画の基

本理念を次のように定めます。 

なお、基本理念については、これまでの「みんなで支え合い 住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けられるまち さっぽろ」という考え方を引き

継ぎながら、本市の目指す「地域共生社会」の姿をよりイメージしやすい

表現へと見直しました。 

 

 

互いに関心を持ち、支え合い、つながり合って、 

        みんなで創る安心して暮らし続けられるまち 

 

 

様々な暮らしにくさや困りごとを抱える方が地域で安心して生活するた

めには、在宅生活を支える福祉サービスの充実だけではなく、地域の住民

や、関係機関、事業者などが行う見守り活動やサロン活動といった支えあ

いを通じて、孤立を防ぎ、必要な支援につなげることが重要になります。 

そして支える側・支えられる側に分かれることなく、それぞれが可能な

範囲で役割を持って地域社会に参加するため、お互いに関心をもってつな

がり、支え合う「共生社会」の実現を目指していきます。 

44



３ 基本目標 

本計画では、基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本目標を設定し

ます。 

 

基本目標Ⅰ  

地域で安心して生活するための活動を支援し、環境を整備します 

 

孤立を防ぎ、暮らしにくさや困りごとを抱える方が地域で安心して生活

できるよう、地域の住民や、関係機関、事業者などによる地域福祉活動の

推進に向けた支援を行います。 

また、地域の防災活動など安全安心で暮らしやすい環境づくりを進めま

す。 

 

基本目標Ⅱ  

地域生活の困りごとに寄り添う相談・支援体制を整えていきます 

 

地域生活における福祉的な課題への対応や成年後見制度の利用促進のた

め、行政・専門機関などによる相談・支援体制を整備していきます。 

 

基本目標Ⅲ  

様々な地域の困りごとにみんなで連携して対応します 

 

地域の福祉活動を推進し、地域の様々な福祉的課題に対応していくため、

地域住民や、関係機関、事業者、行政などが連携して取り組んでいきます。 
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４ 計画の体系 

本計画で設定する基本目標を達成するため、７つの施策を展開していき

ます。７つの施策に対応する主な取組については、第４章に掲載していま

す。 

基本理念 基本目標 施策 

互いに関心を持

ち、支え合い、つ

ながり合って、み

んなで創る安心し

て暮らし続けられ

るまち 

Ⅰ  

地域で安心して生活

するための活動を支

援し、環境を整備し

ます 

１ 福祉のまち推進事業によ

る地域福祉活動への支援 

２ 住民等による地域福祉活

動の推進 

３ 支え合いながら地域で生

活するための環境整備                                                                                                                             

Ⅱ  

地域生活の困りごと

に寄り添う相談・支

援体制を整えていき

ます 

４ 地域で生活するためのサ

ービスや相談体制の充実 

５ 権利擁護支援のための成

年後見制度等の利用促進 

６ 生活困窮者への支援体制

の充実 

Ⅲ  

様々な地域の困りご

とにみんなで連携し

て対応します 

７ 地域福祉推進のための連

携の取組 
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第４章  

施策の展開 

 

 

 

 

 

本章では、第３章に掲載した７つの施策について、施策ごとに、「現状と課

題」「施策の方向性」「主な取組」を掲載しています。 

また、本計画から新たに開始する取組には［新規］、特に充実させる取組には

［レベルアップ］、人材確保や広報を強化する取組には［人材・広報］と記載し

ています。 

  

基本目標Ⅰ 

地域で安心して生活するための活動を支援し、環境を整備します 

 施策１ 福祉のまち推進事業による地域福祉活動への支援 
  

 施策２ 住民等による地域福祉活動の推進 
  

 施策３ 支えあいながら地域で生活するための環境整備 

基本目標Ⅱ 

地域生活の困りごとに寄り添う相談・支援体制を整えていきます 

 施策４ 地域で生活するためのサービスや相談体制の充実 
  

 施策５ 権利擁護支援のための成年後見制度等の利用促進 
  

 施策６ 生活困窮者への支援体制の充実 

基本目標Ⅲ 

様々な地域の困りごとにみんなで連携して対応します 

 施策７ 地域福祉推進のための連携の取組 

 

本章の内容 
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地域で安心して生活するための 

活動を支援し、環境を整備します 

 

福祉のまち推進事業による地域福祉活動への支援 

住民等による地域福祉活動の推進 

支え合いながら地域で生活するための環境整備 

基本目標Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

施策１ 

 

 

 

 

施策２ 

 

 

 

 

施策３ 
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施策１ 福祉のまち推進事業による地域福祉活動への支援 

【現状と課題】 

 本市では、地域における支え合い活動を活性化させるため、平成 7年

（1995 年）から区社会福祉協議会を実施主体として「福祉のまち推進事業」

（以下「福まち」とする。）を行っており、令和７年（2025 年）で事業開

始から 30 年を迎えます。 

この事業では、市内 89 か所に設置された「地区福祉のまち推進センタ

ー」（以下「地区福まち」とする。）を中心に、地域住民の参加による高

齢者等の見守り活動やサロン活動などの様々な地域福祉活動が行われてい

ます。 

近年、新型コロナウイルス感染症により、福まち活動も様々な制約を受

けましたが、各地区ではそれぞれ工夫や努力により高齢者等の見守り活動

などが継続されてきました。新型コロナウイルス感染症が 5類に移行し、

日常生活も徐々に取り戻されてきている中、福まち活動を再び盛り上げて、

地域のつながりを取り戻す必要があります。 

また、感染症等により地域活動が停滞することがあった際にも見守り活

動を継続できるような対応を検討するなど、地域福祉活動を将来的に持続

可能なものとしていかなくてはなりません。 

 そのため、地域において支援を必要とする方が今後も増えていく中、地

区福まちに対する、運営面での支援、核となる人材の育成や、新たな担い

手の確保に向けた支援、見守り活動におけるデジタルツールの活用検討な

どに取り組む必要があります。 

 

【施策の方向性】 

・地域で困りごとを抱える人を速やかに発見し、必要な支援へとつなぐこ

とができるように、単位町内会など小地域を単位とした見守り活動を充

実・拡大していきます。 

・地区福祉のまち推進センターが、見守り活動の中で把握した課題の解決に

向けて、地域において調整役を担うことができるように取組を進めます。 

・福まち活動における新たな担い手の確保のために、若年層の参加促進や広

報策を検討していきます。 
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【主な取組】 

  見守り活動や日常生活支援活動の推進 

  高齢者等の見守り活動は、孤立を防ぐとともに、困りごとを抱えてい

る人を速やかに発見し、必要な支援につなげることのできる福まちの重

要な活動です。また、福まちではゴミ出しなど日常生活の様々な支援活

動も行われております。 

こうした顔の見える単位町内会圏域での支え合い活動を組織的に展開

していくため、各種研修の実施や関連する手引書の作成等の支援を通じ

て、福まち活動を推進します。 

 

  サロン活動の推進 

  地区福まちや単位町内会では、高齢者や障がいのある方の孤立を防ぎ、

健康リスクを低減し、生きがいづくりにつながるサロン活動や子育てサ

ロンを展開しております。 

  こうしたサロン活動の取組を推進するため、サロン開催への支援や、

サロンの内容充実を図るための研修を行います。 

また、１‐ 「見守り活動や日常生活支援活動の推進」と併せて、新

型コロナの影響により停滞した地域福祉活動のリスタートを目指してい

きます。 

 

  地区福祉のまち推進センター及び活動者への支援［人材・広報］ 

地区福まちは、地域の住民による支え合い活動のボランティア組織で

す。本市は、地区福まちが各地区の実情に応じた様々な活動を展開でき

るよう、本市社会福祉協議会と連携して、活動費の助成や 65 歳以上世帯

名簿の提供、研修やフォーラムの実施、他都市の先進的なデジタル活用

の取組を紹介するなどの支援を行います。 

また、新たな担い手の確保につながるように、子供向けのイベントな

ど、子育て世代の参加を促す取組を増やすことや、活動可能な時に参加

してもらう方法の検討などを行い、参加しやすい環境づくりの実施を支

援します。 

さらに、福まち活動を周知する効果的な広報の手法等を検討・実施し

ていきます。 
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  課題調整の中核を担う活動者の育成 

地区福まち活動を充実させていくためには、福祉推進委員会や福祉活

動に取り組む単位町内会等への支援、地域で発見された課題を地域の中

で解決するための調整力を強化していく必要があります。 

そのため、町内会や福祉推進委員会の見守り活動に対し助言を行った

り、困りごとを抱える人を速やかに関係機関につなぐといった、福まち

活動におけるコーディネート役となる福まち活動調整員の育成に取り組

んでいます。 

今後も、この取組がより多くの地区へ広がっていくよう、コーディネ

ート機能の理解促進を目的とした研修や養成講座を行います。 
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施策２ 住民等による地域福祉活動の推進 

【現状と課題】 

困りごとを抱えた世帯が地域で安心して生活するためには、福祉サービ

スの提供だけではなく、地域に暮らす個人や地域の団体、関係機関、企業

等の事業者など、多様な主体による地域福祉活動が重要な役割を果たしま

す。 

 また、地域福祉活動においては、支える側・支えられる側に分かれるこ

となく、それぞれが可能な範囲で地域社会に参加し、つながり、支えてい

くことが重要です。 

 本市では、これまでもボランティア活動の推進など、地域住民が主体的

に地域福祉活動に参加しやすい環境の整備を進めるとともに、関係機関や

事業者との連携の取組を進めてきました。 

また、近年、地域福祉活動の担い手の固定化や高齢化が進んでいること

から、例えば、将来の地域を担うことになる小中学生を中心とした若い世

代に対する福祉教育への継続的な支援や、実際に地域で行われている地域

福祉活動の内容のＰＲなど、より多くの地域住民に地域福祉活動に参加し

てもらうためのきっかけづくりに取り組むことが必要です。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大により、ボランティア活動等へ参

加する機会が減少する状況が続いていましたが、地域で支援を必要とする

人の増加に対応していくためにも、多様な主体が地域福祉活動に参加して、

地域福祉の推進に取り組んでいくことができるような環境づくりを進めて

いくことも必要となります。 

 

【施策の方向性】 

・子どもから高齢者まで、全ての市民が自分の住む地域に関心を持つこと

ができるように意識啓発や広報、福祉教育等を充実させます。 

・地域福祉活動に興味を持った人を実際の活動へつなげるため、ボランテ

ィアに関する研修や体験事業を行うとともに、活動に関する相談や調整

の取組を充実させます。 

・支える側、支えられる側と一律に分けて考えることなく、それぞれが自
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分にできる活動に参加してみる意識を醸成し、多様な活動を推進してい

きます。 

・地域福祉活動を支えるボランティア団体やＮＰＯの取組を支援します。 

・地域福祉に関心のある市民の多様な参加を推進するため、寄付の文化を

育みます。 

・地域における身近な相談役である民生委員・児童委員の活動が円滑に行

われるように支援します。 

 

【主な取組】 

  地域福祉活動の情報提供、普及啓発［人材・広報］ 

  地域福祉活動を知るきっかけや参加の機会を創出するため、広報誌や

ホームページなどを積極的に活用し、地域で実践されている福祉活動を

広く市民に周知します。 

 

  多様な主体や方法による地域福祉活動の推進［人材・広報…事業者等に

よる見守り事業、福祉除雪事業］ 

  本市と協定を締結した事業者による高齢者等の見守り活動である「事

業者等による見守り事業」、見守り協定の締結事業者や福まち活動者や

民生委員・児童委員が地域の見守り体制構築に向けた情報共有を行う

「地域見守りネットワーク会議」、地域住民や事業者等の協力員によっ

て自力での除雪が困難な方の自宅の出入り口部分などを除雪する「福祉

除雪事業」など、多様な主体がそれぞれできる範囲で役割を持ち、様々

な地域福祉活動に参加してもらえるよう支援を行います。 

また、介護サポーターとして登録した高齢者が対象の介護施設等でボ

ランティア活動を行った際、その活動に応じて換金可能なポイントを付

与する「介護サポートポイント事業」の実施等、様々な方法により市民

の地域福祉活動を推進します。 

なお、「事業者等による見守り事業」や「福祉除雪事業」等について、

新たな活動者を確保していくために広報の強化や事業の PR による参加の

呼びかけを強化してまいります。 
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  ニーズや対象に合わせた学び・体験の充実 

 地域福祉活動への参加のきっかけとなるよう、幅広い世代のニーズや

対象に合わせて研修や講座、体験事業を行います。 

  次代を担う子どもが福祉に触れる機会を増やし、他人を思いやり、支

え合うという意識を育てるため、ボランティア活動等に関する小学校高

学年向けの副読本と教員への参考資料を作成配布するなど福祉教育の推

進に関わる取組を支援します。 

併せて、地域福祉活動への参加のきっかけとなるボランティア体験事

業や研修の実施等、幅広い世代のニーズに合わせた学びや体験を提供し、

地域福祉活動の担い手の育成を図ります。 

 

  ボランティア団体、ＮＰＯ、地域福祉関係団体への支援 

  市民が地域福祉活動に積極的に取り組むことができるよう、ボランテ

ィア団体やＮＰＯへの「地域福祉振興助成金1」の交付をはじめとして、

地域活動の推進を支えている団体（ボランティア連絡協議会、老人クラ

ブなど）に対する財政面での支援を継続します。 

 

  各種ボランティアの養成 

  地域で認知症の方とその家族を見守る「認知症サポーター」や、日常

生活の中で高齢者などの見守りを行う「地域見守りサポーター」、サロ

ンや講座への参加時の見守り・託児などにより子育て家庭を応援する

「子育てボランティア」など、様々なニーズに即したボランティアの養

成を進めます。 

 

  ボランティア活動センターの運営 

  ボランティア活動センターでは、ボランティア活動に対する市民の理

解を深め、その参加を促進するため、情報を収集し提供するとともに、

相談や調整を行います。 

------------------------------------------------------------------------------ 
1【地域福祉振興助成金】札幌市地域福祉振興基金の運用益を活用し、地域福祉の振興に資する活動を行

う団体に対して、一定の要件のもと、その活動費の一部を助成するもの。 
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また、ボランティア活動者に対する研修や、ボランティア活動を始め

るきっかけとなる研修等を幅広く行います。 

 

  寄付文化の醸成 

本市では、市民からの寄付を原資として地域福祉振興基金を造成し、

福祉のまち推進事業や福祉除雪事業等の市民の主体的な地域福祉活動を

推進する事業に充てています。 

より多くの市民にこうした活動に関心を持っていただき、継続的な支

援を行っていけるよう、地域福祉振興基金の普及啓発を図るとともに、

赤い羽根共同募金等を推進する関係団体と連携して寄付文化の醸成を図

ります。 

 

  民生委員・児童委員活動の支援［人材・広報］ 

  本市では、民生委員・児童委員に 70 歳以上名簿の調査、ひとり暮ら

しの高齢者等の巡回相談や知的障がい者の見守りなどを依頼しており、

民生委員・児童委員がこうした活動を円滑に進めるために、必要な情報

提供などの支援を行います。 

また、民生委員児童委員協議会が行う民生委員活動に必要な知識や技

術の習得を目的とした研修会等に対して支援を行います 

加えて、新たな担い手の確保のために、民生委員活動の負担軽減や広

報の強化に取り組んでいきます。 
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施策３ 支え合いながら地域で生活するための環境整備 

【現状と課題】 

 本市では、平成 10 年（1998 年）12 月に制定した「福祉のまちづくり条

例」に基づき、公共的施設のバリアフリー化を進めてきました。 

高齢者や障がいのある方を含めだれもが、地域で安心して生活するため

には、建築物や交通機関、道路、公園など公共的施設のバリアフリー化は

もちろん、制度的障壁（バリア）や文化・情報面での障壁、意識上の障壁

を解消することも重要となります。 

 さらに、高齢者や障がいのある方のための福祉用具や介護者の負担を軽

減するための介護用品についても、毎日の生活を自分らしく過ごすための

環境づくりにつながるものであるため、引き続き、普及啓発に努める必要

があります。 

 

 また、地域で安全・安心に暮らしていくためには、日頃の見守りや声か

けといった取組に加えて、地域での防災活動や災害が発生したときの助け

合い活動が重要になります。 

国では、平成 23 年（2011 年）の東日本大震災を教訓として、平成 25 年

（2013 年）に災害対策基本法の改正が行われ、市町村に避難行動要支援者

2名簿の作成が義務付けられました。 

本市でも、大きな災害が発生した時に自分の力だけでは避難することが

できない高齢者や障がいのある方など（要配慮者3）の避難支援を町内会や

地区福祉のまち推進センターなど地域ぐるみで進めていくため、平成 20

年度（2008 年度）から、取組を行う地域団体への支援を行っています。 

また、平成 27 年（2015 年）からは、避難行動要支援者名簿を作成し、

要配慮者避難支援に取り組む団体へ名簿情報の提供を開始しています。名

簿情報は、要配慮者支援に取り組む団体からの申請に基づき、名簿に掲載

------------------------------------------------------------------------------ 
2【避難行動要支援者】要配慮者のうち、特に支援を要する方。 
3【要配慮者】災害の発生やそのおそれがある場合、安全な場所への避難行動や避難場所での生活におい

て大きな困難が生じ、周りの人の手助けを必要とする方。 
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される本人の同意を得た上で、申請した団体へ提供していますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による地域活動の停滞などもあり、取組は十分

には広がっていません。  

さらに令和３年（2021 年）の災害対策基本法の改正では、避難行動要支

援者名簿掲載者の個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたことか

ら、本市においても今後対応が求められます。 

北海道胆振東部地震や全国的に発生している大雨による洪水被害等によ

り、市民の防災意識は高まっており、これらの取組をより推進し、災害時

に強い地域づくりを進めていく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

・市民や事業者、行政等が相互に協力し、誰もが自分の住みたい地域で安

心して暮らし続けることができる生活基盤の整備を進めます。 

・災害時要配慮者に対する避難支援の取組を推進します。 

・災害に備え、安心して暮らしていけるよう、防災体制を強化するととも

に、関係機関と緊密に連携します。 

・災害発生時における、ボランティアの円滑な受け入れ体制や医療体制の

整備を進めます。 

 

【主な取組】 

  福祉のまちづくり条例に基づく各種事業の実施［新規…民間公共的施設バ

リアフリー補助事業］ 

  高齢者や障がいのある方などの社会参加を促し、誰もが安心して快適

に暮らすことのできる福祉のまちづくりを進めるため、市民への啓発や

情報の周知を通して、偏見や無理解といった心のバリアの解消に努めま

す。 

  そのために、「札幌市福祉のまちづくり推進会議」を設置し、市民や

事業者の皆様から幅広い意見をいただき、ともに考えながら、福祉のま

ちづくりを総合的に推進します。 
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また、本市が行う一定の要件を満たす新増改築工事について、高齢者

団体と障がい者団体の協力を得て、当事者の視点を取り入れたバリアフ

リーチェックを行っていきます。 

さらに、民間の公共的施設のバリアフリー改修費用を補助することに

よって、バリアフリー化を促進していきます。 

 

  福祉用具、介護用品の普及啓発 

  高齢者や障がいのある方などの在宅生活を支援する福祉用具や介護用

品を広く普及啓発するため、これらの展示や利用体験を行います。 

 

  自主防災活動の推進 

  大規模災害時における地域での災害への対応力を高めるため、基礎的

コミュニティである単位町内会に対し、防災資機材を助成するなど自主

防災活動を支援します。 

 

  要配慮者避難支援対策事業の推進 

避難行動要支援者名簿を、本人の同意を得た上で、災害時の避難支援

の取組に活用を希望する地域の団体に提供し、地域での防災活動を推進

していきます。 

また、先進的な取組事例等を各地域に広く発信していくことで、名簿

を活用し避難支援に取り組む団体の拡大を図っていきます。 

   

  個別避難計画作成の推進［新規］ 

  避難行動要支援者名簿に掲載されている方のうち、災害危険区域に居

住する、重度の要介護者や障がいのある方を対象とした個別避難計画作

成について、行政が主体となり、令和６年（2024 年）のモデル地区での

実施を経て、取組を進めます。 
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  要配慮者二次避難所（福祉避難所）の運営体制整備 

  高齢者や障がいのある方、難病患者、妊産婦、乳幼児等で、一般避難

所での生活が困難な方のために要配慮者二次避難所（福祉避難所）の開

設・運営に向けた準備を進めます。 

また、学生等ボランティアの派遣や人員や物資の輸送等について協定

を締結している大学・関係機関と連携して、福祉避難所の円滑な運営を

支援する体制づくりを進めていきます。 

 

  災害ボランティアセンターの体制整備 

  大規模災害時に設置される災害ボランティアセンターの円滑な開設・

運営に向けた準備を運営主体となる札幌市社会福祉協議会と連携して進

めます。 

 

  災害医療体制の充実・強化［レベルアップ］ 

  北海道胆振東部地震におけるブラックアウト等の経験を踏まえて、在

宅酸素患者や透析患者など、医療的な支援を要する患者に対する災害時

の医療提供体制を整備していくとともに、医療機関や医師会等との訓練

を実施することによって、本市の災害医療体制の充実・強化を図ってい

きます。 

  

59



地域生活の困りごとに寄り添う 

相談・支援体制を整えていきます 

地域で生活するためのサービスや相談体制の充実 

権利擁護支援のための成年後見制度等の利用促進 

生活困窮者への支援体制の充実 

基本目標Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

施策 4 

 

 

 

 

施策 5 

 

 

 

 

施策 6 
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施策４ 地域で生活するためのサービスや相談体制の充実 

【現状と課題】 

 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護サービスや在宅

生活を支援するサービスなど必要な福祉サービスを適切に利用できる環境

が必要です。 

また、高齢化の進行などによって、地域生活に暮らしにくさや困りごと

など課題を抱えた方が増えてきており、困りごとも複雑化・複合化してき

ています。 

本市では、こうした支援を必要とする方が地域で自立した生活を送るこ

とができるよう、各区役所において高齢者・障がいのある方・子どもを対

象とした保健福祉に関する相談支援体制を整備してきました。 

また、区役所以外の相談窓口として、社会福祉協議会、生活就労支援セ

ンター（ステップ）、地域包括支援センター4、介護予防センター5、障が

い者相談支援事業所6等で、支援ニーズに応じた相談や情報提供等が行える

よう、専門的な相談支援体制の充実・強化を図っています。 

今後はさらに、複合的な課題や制度の狭間の課題を抱えた世帯などに対

応するため、各分野での行政と関係機関との連携・協働の強化と、庁内関

係部署の組織横断的な取組が求められています。 

 

【施策の方向性】 

・必要な支援を受けながら、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在

宅福祉に関するサービスの充実を図ります。 

・きめ細かい相談支援を受けることができる体制を充実させるとともに、

市民にわかりやすい情報発信に努めていきます。 

------------------------------------------------------------------------------ 
4【地域包括支援センター】介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、

介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。 
5【介護予防センター】地域包括支援センターと連携して、地域の高齢者とその家族への総合的な相談支

援や、地域の福祉活動と連携した介護予防事業を実施することにより、介護予防の普及・啓発を

行う機関。 
6【障がい者相談支援事業所】障がいのある方や家族からの地域生活に関する全般的な相談に応じ、福祉

サービス等の情報提供や関係機関との連絡調整などを行う機関。 
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・複合的な課題や制度の狭間等の課題を抱える世帯などに対応するため、

専門機関や住民組織を包括的に結びつけるような取組を推進します。 

・福祉サービスが利用者に適切に提供されるよう、社会福祉施設や介護保

険サービス事業所等の各種専門職の人員確保や資質向上、事業所の情報

提供に努めます。 

 

【主な取組】 

  在宅生活を支援するサービスの充実 

  心身に不安を抱えるひとり暮らしの高齢者等の住宅に専用の通報機器

を設置し、24 時間 365 日体制で各種相談・緊急通報に対応する「高齢者

あんしんコール事業」、徘徊で行方不明となった認知症高齢者を道警が

主体となり、地下鉄等の公共交通機関、郵便局、ラジオ局等の協力を得

て捜索する「札幌市徘徊認知症高齢者ＳＯＳネットワーク」、生活ごみ

を自分で出すことが難しい方が身近な人や地域活動による支援が受けら

れない場合にごみの排出支援を行う「札幌市要介護者等ごみ排出支援事

業（さわやか収集）」などの在宅生活の継続を支援する事業を行います。 

また、「生活支援体制整備事業」では高齢者の生活支援の基盤整備の

ために配置された生活支援コーディネーターが、住民主体の活動の推進

や、多様な主体との連携による地域の支え合い体制を推進します。 

 

  相談支援機関の充実［レベルアップ…地域包括支援センターの機能強化事業、障

がい者相談支援事業、自殺総合対策事業、ひきこもり対策推進事業］［新規…区子ども家庭支

援体制強化事業、複合的な福祉課題等を抱えた市民に対する支援体制の構築］ 

  地域包括支援センター、介護予防センター、障がい者相談支援事業所

等、身近な地域での相談支援機関による、困りごとを抱えた方への対応

を引き続き進めます。 

「地域包括支援センターの機能強化事業」では団塊ジュニアが高齢者
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となる 2040 年を見据え、フレイル7改善及び、チームオレンジ8を推進し、

認知症支援を強化する専門員の配置や、専門職員の処遇改善等を実施し

ていきます。 

「障がい者相談支援事業」では障がいのある方やその家族の地域生活

を支えるため、生活の困りごとに対する相談などを行う障がい者相談支

援事業所の相談体制の強化と相談員の処遇の改善を行います。 

 

その他に、虐待や自殺、ひきこもりなど特定の課題への相談対応も引

き続き行います。 

「自殺総合対策事業」では人材育成や、相談支援事業、各区における

地域密着型事業を実施するほか、今後、若年層の自殺防止対策を強化し

ていきます。 

「ひきこもり対策推進事業」については、ひきこもり地域支援センタ

ーを活用し、ひきこもり支援を実施するとともに、相談体制の強化を目

指した取組や利用者のニーズ把握に向けた取組を行っていきます。 

「区子ども家庭支援体制強化事業」として、妊産婦・子育て世帯・子

どもの包括的な相談支援を行うため、令和４年改正児童福祉法で新設さ

れた「こども家庭センター」を全区役所に設置します。 

 

なお、各相談支援機関では、医療や法律等の他の専門機関、行政と必

要に応じて連携を図り、支援を行っています。 

また、8050 問題やひきこもり、孤独・孤立の問題を抱える世帯への支

援体制強化のため、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、

ひきこもり地域支援センター、生活就労支援センター（ステップ）等の

相談支援機関同士の連携による取組を進め、事例検討や合同出張相談会

等を実施していきます。 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
7
【フレイル】健康な状態と要介護状態の中間の段階。 
8
【チームオレンジ】本人・家族のニーズと認知症サポーター養成講座を受講した認知症サポーターを中

心とした支援を繋ぐ仕組み 
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さらに、複合的な福祉課題等を抱えた市民に対する支援体制の構築と

して、令和 4 年（2022 年）度からモデルとなる区役所に庁内関係部署と

の調整を担う支援調整課を設置しました。 

制度の狭間の課題や複合的な課題を抱えた世帯に対する、子ども、障

がい、高齢者などの属性を問わない支援体制の構築に向け、組織横断的

に対応する取組を推進していきます。また、区社協を通じて複合的な支

援を必要とする世帯の掘り起こしをするなどアウトリーチも行います。 

 

  各種専門職の資質向上 

  介護保険制度を円滑に進めるための要となる介護支援専門員や、社会

福祉施設職員等を対象とした研修を行い、福祉従事者の資質の向上を図

ります。 

 

  事業者に関する情報提供 

  社会福祉法人等に対する情報公開の働きかけを継続し、法人・施設の

適正な運営と透明性の確保を図ります。 

また法人の公開した情報等を集約し、ホームページで公開するなど、

市民にとってわかりやすい情報提供を進めていきます。 
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施策５ 権利擁護支援のための成年後見制度等の利用促進 

【現状と課題】 

 成年後見制度は認知症や知的障がいなどで判断能力が低下し財産の管

理や日常生活に支障のある方を支えるための重要な手段であり、認知症

高齢者や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の利用

に対する需要が増えていくものと考えられます。 

しかしながら、成年後見制度の利用者数は増加傾向にはあるものの、

認知症高齢者等の数と比較して少ない状況であることから、国では平成

28 年（2016 年）5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施

行し、平成 29 年（2017 年）3月には第一期、令和 4年（2022 年）3月に

は第二期となる「成年後見制度利用促進基本計画」を策定しました。 

 このような背景から、本市では令和 3年（2021 年）3月に「札幌市成

年後見制度利用促進基本計画」を策定し、本計画に基づき、令和 4 年

（2022 年）3月に成年後見制度の利用促進に取り組むための中核機関と

なる札幌市成年後見推進センターを設置したところであり、広報や相談

対応などを通じて、制度の周知を進めています。 

 しかしながら、高齢化の更なる進行や、それに伴う認知症高齢者の増

加が見込まれることから、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニ

ーズはより高まるものと考えられます。 

 このような状況を踏まえ、引き続き、関係団体、法律や福祉の専門職

等との連携を重ね、成年後見制度の利用を促進するための取組を進めて

いく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

・本市の成年後見制度の更なる利用促進に向け、制度の普及啓発を進め、

正しい制度理解につながる取組を行います。 

・成年後見制度等の利用が必要な人を、速やかに利用につなげるために、

必要な支援を行います。 

・権利擁護支援の担い手の確保や育成を行います。また、後見活動の支援

を行います。 
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【主な取組】 

  地域連携ネットワークづくりに向けた取組［レベルアップ］ 

成年後見制度をはじめとした権利擁護が必要な人を早期に発見し、速

やかに適切な支援につなげるためには、相談援助職9や相談支援機関10、

法律の専門職等やその他関係団体が「地域連携ネットワーク」を構築し、

連携して権利擁護支援に取り組む必要があります。 

そのため、本市では関係団体等を構成員とする札幌市成年後見推進協

議会を設置しており、連携体制の在り方等について、全市的な観点での

協議を行っています。 

今後は、個々の案件について円滑に対応するために、地域連携ネット

ワークを効果的に機能させ、中核機関である札幌市成年後見推進センタ

ーがネットワーク構築のためのコーディネートの役割を担い、本人にと

って、より身近な関係機関同士の顔の見える関係性や連携が進むよう、

つながりの構築に取り組みます。 

 

  制度周知の広報活動 

ホームページの運営やパンフレットの配布を通じて、成年後見制度に

関する広報活動を引き続き実施するほか、一般市民向けのセミナーや相

談会を開催し、制度の更なる普及に向けた取組を行います。 

また、制度利用が必要な方を早期に発見し、速やかに利用につなげる

ため、日常的に高齢者や障がいのある方と接する機会の多い、地域の相

談援助職や相談支援機関などの福祉の専門職や、福まち活動者や民生委

員・児童委員などの地域福祉活動の関係者も対象として、制度に関する

研修や周知活動等を実施します。 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
9【 相談援助職】介護支援専門員や相談支援専門員、住宅や施設の相談員など、本人に身近な立場で支

援を行う担い手のこと。 
10【相談支援機関】地域包括支援センターや障がい者相談支援事業所など、地域の身近な相談窓口のこと。 
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  制度利用につながる相談支援・体制整備 

現在、札幌市成年後見推進センターでは、成年後見制度に関する一般

相談や、相談者の状況に応じた個別的な内容に関する相談対応を行って

います。 

また、成年後見制度に関わる弁護士等の専門職団体の個別相談窓口や、

地域の身近な相談窓口である地域包括支援センター、障がい者相談支援

事業所でも制度に関する相談対応が行われています。 

今後はこのような相談対応に加えて、日常的な関わりの中で本人の状

況に即した本人の意思決定支援や身上保護等が行われるよう、身近な親

族や保健福祉・医療・地域の関係者が一体となり、チームとして関わる

体制づくりを進めます。 

 

  成年後見制度利用支援事業の実施 

成年後見制度の利用が必用な状況でありながら、申立てをする親族が

いない方については、市長が後見等開始の審判の申立てを行います。 

また、経済的な理由により成年後見制度が利用できないことがないよ

う、資産や収入等の状況に応じて、申立て費用や成年後見人等に対する

報酬の助成を実施します。 

 

  日常生活自立支援事業の利用促進と成年後見制度への移行支援 

札幌市社会福祉協議会では、権利擁護支援の一つとして、日常生活自

立支援事業を実施しており、判断能力が十分ではない方が、相談、福祉

サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスなどの支援を受けられる

よう、更なる利用促進に取り組みます。 

さらに、認知機能の低下等の状況に応じて、日常生活自立支援事業か

ら成年後見制度の利用へとスムーズな移行が行われるよう、札幌市成年

後見推進センターと札幌市社会福祉協議会の連携を強化します。 
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  後見人となる人材の確保・育成・支援［レベルアップ…市民後見人に対す

るサポート体制の構築］ 

地域における身近な存在として、本人の意思をより丁寧にくみ取って

後見活動を進めていくことができる市民後見人候補者を養成し、養成研

修修了後も定期的にフォローアップ研修を行うとともに、実際に後見活

動を行う際には受任者向けの勉強会を行います。これらの研修等では、

後見活動に関する正しい知識の習得と、被後見人との適切な関係性につ

いて理解を深めることで、トラブル等の未然防止を目指します。 

また、実際に活動中の市民後見人に対する適切なサポート体制を構築

し、市民後見人が活躍できる機会を増やしていきます。 

 

  後見人に対する支援 

  被後見人の状況等を踏まえた後見活動がなされるよう、親族後見人に

対し、専門職団体による相談に加えて、成年後見推進センターにおいて

も相談対応を行います。対応にあたっては、後見人が抱える悩みに応じ

て幅広く支援できるよう、支援内容の充実を図ります。 

また、札幌家庭裁判所とも連携して親族後見人の相談窓口の周知に取

り組みます。 

  加えて、専門職後見人への必要な情報提供等の支援や、個人で対応が

困難なケースなどに対する法人後見実施団体との連携について検討して

いきます。 
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施策６ 生活困窮者への支援体制の充実 

【現状と課題】 

生活保護受給者や非正規雇用労働者、低所得者が増加している背景を受

け、様々な生活上の課題を抱える方の自立を支援するため、平成 27 年

（2015 年）4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。 

福祉事務所を設置する自治体は、同法に基づいて自立相談支援事業や住

居確保給付金を核としながら、地域の実情に応じて就労準備支援事業や一

時生活支援事業などの各種事業を組み合わせた包括的な支援の実施が求め

られています。 

本市では、生活に困窮する方の自立に向けた相談支援機関として「生活

就労支援センター（ステップ）」を設置し、長期間の離職や債務、住まい

のことや家族関係、病気やひきこもりなど、様々な生活課題を抱えた方へ

の包括的な支援を実施しています。 

また、自立に向けては、就労に導く支援はもとより、その方の自己有用

感や自尊感情の回復が不可欠です。地域や社会の中で居場所や役割を発見

し、人とのつながりを実感することができるようにするためには、個人へ

のアプローチのみならず、働く場の開拓や様々な社会参加の場づくり、住

民理解の促進等の取組が大切です。 

令和２年（2020 年）以降、新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の

停滞により、生活困窮者の新規相談件数や住居確保給付金の相談件数や申

請件数も増加しております。 

今後も引き続き様々な支援機関などと連携を深め、生活に困窮する方が

制度の狭間や地域の中で孤立することがないように取組を進めていくこと

が必要です。 

 

【施策の方向性】 

・生活に困窮する方の自立に向け包括的な支援体制を構築し、自立相談支

援機関において一人ひとりの課題や状況に応じた支援プランの策定を行

い、対象者に寄り添った支援を実施します。 

・庁内外の様々な支援機関や住民組織と連携を深め、生活に困窮する方が
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制度の狭間や地域の中で孤立することのないよう、早期発見の仕組みづ

くりや地域の中における支え合いの取組を推進します。 

・生活に困窮する方の働く場や社会参加の場を創出し、企業や社会福祉法

人11・ＮＰＯなど様々な団体や市民活動と連携した支援のネットワーク

を構築します。 

・経済的な環境を原因として貧困が連鎖することがないよう、生活に困窮

する世帯の子どもの学習意欲と進学意欲の向上を図ります。 

・就労準備支援事業や一時生活支援事業、家計相談支援事業等の各事業を

実施し、本人の状況に応じた支援を提供します。 

 

【主な取組】 

  自立相談支援事業 

「生活就労支援センター（ステップ）」を中心に、ハローワーク、地

域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、法テラスなどの支援機

関と連携し、生活に困窮する方の経済的自立に向けた就労支援を行い、

社会的なつながりを回復・維持することに配慮しながら、個々の状態に

応じた包括的で継続的な支援を実施します。 

また、身近な場所で相談できるよう、訪問等のアウトリーチや各区役

所などにおける出張相談会の充実等などに取り組みます。 

 

  住居確保給付金 

離職等により住居を失うおそれが高い方を対象に、一定期間、家賃相

当額を住居確保給付金として給付することにより、安定した住居の確保

と就労自立を支援します。 

また、区役所に設置するあいワークやハローワークなどと連携して、

この給付金制度の周知や早期就職に向けた支援を行います。 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
11【社会福祉法人】社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法が定める一定の要件を満たして設

立された法人。 
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  家計改善支援事業［新規］ 

家計のやりくりが上手くいかず生活に困窮する方を対象に、支援員が

家計管理に関する相談やアドバイスを行うとともに、必要に応じて法律

相談や貸付事業等の活用を促すことで、生活の再生や自立を支援します。 

 

  一時生活支援事業 

住居を失って生活に困窮する方を対象に、「ホームレス相談支援セン

ター（JOIN）」が、緊急的に一定期間、衣食住など日常生活の支援（一

時生活支援事業）を行うとともに、住居の確保や就職など生活基盤の再

建に向けた支援（自立相談支援事業）を一体的に行います。 

また、市内の巡回や生活相談会を行い、路上生活者への声掛けなどを

通した働きかけや、ホームレスを排除しない社会づくりを進めていきま

す。 

 

  就労準備支援事業（就労ボランティア体験事業）・認定就労訓練事業 

社会との関わりに不安がある方や、他の人とのコミュニケーションが

上手くとれない方などを対象に、社会福祉施設等でのボランティア活動

や就労体験等を通じて、就労に向けた基礎能力の形成や、就労や生活意

欲の向上を支援します。 

また、就労にブランクがあり体力的に通用するか心配な方や、対人関

係が苦手で職場での経験を積んで不安を軽くしたい方など、すぐに一般

的な就労が難しい方を対象に、本市の認定を受けた民間就労訓練事業所

の協力により、生活面や健康面の支援を受けながら働く場を提供します。 

 

  子どもの学習・生活支援事業（札幌まなびのサポート事業） 

生活困窮世帯の中学生を対象に、学習支援や居場所の提供等を行い、

学習意欲と基礎学力の向上を促し、自ら学ぶ力を養うことで、高校等へ

の進学や将来における安定就労に繋げ、貧困の連鎖を防止します。 

 

  

71



様々な地域の困りごとにみんなで連携して対応します 
 

地域福祉推進のための連携の取組 

基本目標Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

施策７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（参考） 
【３つの基本目標の関係について】 
 基本目標Ⅲについては基本目標Ⅰ、基本目標Ⅱの掲載事業から連携
に関係する取組が再掲される。 
  

住民等の主体的な活動に 
対する支援・環境整備 

公的なサービスや 
相談体制の整備 

多様な主体
による連携

の取組 

基本目標Ⅰ 

基
本
目
標
Ⅲ 

基本目標Ⅱ 

72



施策７ 地域福祉推進のための連携の取組 

【現状と課題】 

地域福祉課題は多様化・複雑化しており、単独の専門機関や既存の制度

のみでは対応しきれない、複合的な課題や制度の狭間の課題を抱える世帯

が増えています。 

また、近隣関係の希薄化等により、生活に関する様々な課題を抱えたま

ま孤立してしまう一人暮らし高齢者や子育て世帯等も増えています。 

 こうした地域福祉課題に対応するため、平成 30 年（2018 年）の社会福

祉法の改正により、多機関の連携・協働に基づく包括的支援体制の構築が

市町村の努力義務に位置づけられました。 

 本市ではこれまで、高齢者、障がいのある方、子ども、医療など分野ご

とに相談窓口を整備し、関係機関との連携・協働などを進めてきましたが、

令和 4年（2022 年）度からは、制度の狭間の課題や複合的な課題を抱えた

世帯に組織横断的に対応するため、モデルとなる区役所に支援調整課を設

置しています。 

 このような関係機関や事業者等の多様な主体の連携・協働や、各地区の

福祉まち活動等におけるノウハウや情報の共有をはかることなどにより、

課題を抱えた方が支援の手から漏れないようにすることが重要です。 

 

【施策の方向性】 

・地域福祉活動における多様な主体の連携・協働を推進します。 

・複合的な課題や制度の狭間等の課題を抱える世帯に対応するため、専門

機関や住民組織の連携による包括的な支援体制の整備を推進します。 

・各地区の福まち活動等におけるノウハウや情報の共有を促進します。 
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【主な取組】 

  地域福祉における多様な主体の連携［人材・広報…事業者などによる見守り

事業］［レベルアップ…地域連携ネットワークづくりにむけた取組］ 

多様化・複雑化する地域福祉課題への対応のため、行政のみならず、地

域の住民や、関係機関、事業者などの多様な主体が連携する取組を実施し

ていきます。 

「事業者等による見守り事業」では、本市と協定を締結した事業者によ

る高齢者等の見守り活動を推進していきます。また、協定締結事業者を増

やすため、事業の PR 等の呼びかけを強化していきます。〈再掲：2- 〉 

「要配慮者二次避難所（福祉避難所）」においては人員や物資の輸送等

について協定を締結している大学や関係機関と連携することで、円滑な運

営を支援する体制整備を進めます。〈再掲：3- 〉 

「生活支援体制整備事業」では高齢者の生活支援の基盤整備のために配

置された生活支援コーディネーターが、住民主体の活動の推進や、多様な

主体との連携による地域の支え合い体制を推進します。〈再掲 4- 〉 

成年後見制度の分野においては「地域連携ネットワークづくりにむけた

取組」を強化し、成年後見制度をはじめとした権利擁護を必要とする人を

速やかに制度利用へつなげるために、ケアマネジャーなどの相談援助職、

地域包括支援センターや相談支援事業所などの相談支援機関、法律や福祉

の専門職、行政などが連携して支援を行えるような体制構築に取り組みま

す。〈再掲：5- 〉 

生活困窮の分野では「自立相談支援事業」において、「生活就労支援セ

ンター（ステップ）」を中心に、様々な支援機関と連携しながら、就労支

援等を実施します。〈再掲：6－ 〉 

 

また、8050 問題やひきこもり、孤独・孤立の問題を抱える世帯への支援

体制強化のため、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、ひき

こもり地域支援センター、生活就労支援センター（ステップ）等の相談支

援機関同士の連携による取組を進め、事例検討や合同出張相談会等を実施

していきます。〈再掲 4- 〉 
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 さらに、各区においてコミュニティソーシャルワーク機能12を担う札幌

市社会福祉協議会と連携し、課題を抱える世帯が地域で埋もれることのな

いように支援していきます。 

 

  複合的な福祉課題等を抱えた市民に対する支援体制の構築［新規］ 

複合的な福祉課題等を抱えた市民に対する支援体制の構築として、令

和 4年（2022）年度からモデルとなる区役所に庁内関係部署との調整を

担う支援調整課を設置しました。 

制度の狭間の課題や複合的な課題を抱えた世帯に対する、子ども、障

がい、高齢者などの属性を問わない支援体制の構築に向け、組織横断的

に対応する取組や関係機関との連携体制の構築を推進していきます。

〈再掲 4- 〉 

 

  地域住民の活動をつなぐ取組 

支援を必要とする人に対する見守り活動を行う福祉のまち推進事業な

どにおいて、先駆的・効果的な取組に関する手引きや事例集等の作成や、

フォーラムや連絡会議によるノウハウや情報を共有する機会の提供など、

地域同士の連携を支援することで本市全体の地域福祉力の向上を目指し

ます。〈再掲：1－ 、1－ 〉 

  

------------------------------------------------------------------------------ 
12 【コミュニティソーシャルワーク機能】地域において課題を抱える個人やその家族に対して個別に働

きかけ適切なサービス・関係機関につなぐ「個別支援」と、住民主体による解決力強化の体制づくりを

支える「地域支援」を一体的に行うことにより、地域の福祉力向上を目指す機能。 
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第５章  

計画の推進について 

 

 

 

 

 

 

本章では、本計画で掲げた基本理念の実現に向けて、着実に取組を

進めていくため、計画の推進体制や、進行管理・評価について整理し

ています。 

また、進行管理のため、それぞれの施策について「成果指標」を設

定しています。 

  

１ 計画の推進体制 

           

２ 計画の進行管理・評価 

           

３ 成果指標 

 

 

 

本章の内容 
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１ 計画の推進体制 

  地域住民、事業者、行政等の協働による計画の推進 

地域福祉の推進は、地域住民、関係機関、事業者等と行政による協働

によって実現します。本計画は、地域福祉を推進する上での行政の役割

を中心として構成しておりますが、それぞれの機関がそれぞれの役割を

担いながら、協働の視点に立って、計画を推進していくことが必要です。 

 

  社会福祉協議会との連携による事業の推進 

社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業者や社会福祉に関する

活動者が参加する団体です。市、区、地区といった圏域ごとに地域に密

着しながら、地域福祉を推進するために様々な事業を行っています。 

社会福祉法においても、地域福祉の推進を担う中心的な団体として明

確に位置づけられており、本計画においても、地域福祉活動への幅広い

市民参加の支援など、大きな役割を担っています。 

本市では、社会福祉協議会と連携しながら、本計画に基づく各事業を

着実に進めていきます。 

 

２ 計画の進行管理・評価 

  計画の進行管理 

計画関連事業に位置づけた事業は、年１回、所管部局から報告を受け

て進捗状況を確認します。その際には、所管部局で事業の自己評価を行

い、今後のより良い施策展開について検討します。 

 

  計画の評価 

本計画は、適宜、札幌市地域福祉社会計画審議会など附属機関に進捗

状況等を報告し、評価・意見をいただきながら、計画を検証していきま

す。 

  

78



３ 成果指標 

計画の成果を客観的に確認するため、施策ごとに成果指標を設定し、目

標への進捗を検証します。 

 

施策１ 福祉のまち推進事業による地域福祉活動への支援  

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

見守り活動を実施・継続する地区の割

合 
97.75% 100% 

 

※数値は年度末時点のもの 

【関連する主な取組】 

   施策１－  見守り活動や日常生活支援活動の推進 

【考え方】 

福祉のまち推進事業については、全地区での見守り活動の実施・継

続をしていくことを目指して目標を設定しています。 

世帯訪問等による高齢者などの見守り活動は地区福祉のまち推進セ

ンターの基本的かつ重要な活動です。 

地域における孤立を防ぎ、困りごと抱えている人を速やかに発見し、

必要な支援につなげるため、福まち活動調整員の養成等、活動の支援

を行っていきます。 

 

施策２ 住民などによる地域福祉活動の推進 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

地域活動に参加したことがある市民の

割合 

39.6% 50％ 

※数値は年度末時点のもの 

【関連する主な取組】 

   施策 2－  多様な主体や方法による地域福祉活動の推進 

   施策 2－  民生委員・児童委員活動の支援 

【考え方】 

地域福祉に関する市民意識調査において、地域活動に参加しない理

由として、「情報が無いから」と回答した人が多かったことから、情

79



報発信の強化などによって活動参加者を増やしていくことを目指して

目標を設定しています。 

地域福祉の推進には、多様な主体がそれぞれ可能な範囲で地域社会

に参加し、つながり支え合っていくことが重要です。 

多くの方に地域活動に参加いただくことにより、地域福祉活動の輪

も広がっていくと考えられるため、様々な活動への参加の PR などを行

い、地域活動への参加者を増やしていきます。 

 

施策３ 支え合いながら地域で生活するための環境整備 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

心のバリアフリーの理解度 26.6％ 60％ 

※数値は年度末時点のもの 

【関連する主な取組】 

   施策３－  福祉のまちづくり条例に基づく各種事業の実施 

【考え方】 

   札幌市のアクションプランの指標に則し、心のバリアフリーについ

て普及啓発を進めることを目指して目標を設定しています。 

 互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け、障がい

のある方を含め誰もが快適に暮らせる福祉のまちづくりを進めるとと

もに、心のバリアフリーや合理的配慮等の普及啓発を行います。 

   

 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

個別避難計画作成の対象者に対して

働きかけを行った割合 

― 100％ 

 

※数値は年度末時点のもの 

【関連する主な取組】 

   施策３－  個別避難計画作成の推進 
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【考え方】 

   本市における個別避難計画作成の取組は、災害時の避難等に特に支

援を必要とする方のうち、災害危険区域に居住する、重度の要介護者

や障がいのある方など、災害時のリスクが特に高いと考えられる方を

対象として、本人の同意が得られた方についての作成から開始してい

きます。そのため、現状ではこの対象者全員に計画作成についての働

きかけを行うことを目指して目標を設定しています。 

   高齢者や障がいのある方を含む全ての地域住民が地域で安心して生

活するためには、災害発生時に支え合うことが重要です。 

 

施策４ 地域で生活するためのサービスや相談体制の充実 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

生活や健康・福祉の相談先として

地域包括支援センターを選択する

市民の割合 

12.1％ 16％ 

※数値は年度末時点のもの 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

障がい者相談支援事業所の相談者

の課題解決件数 

― 5,640 件 

※数値は単年度のもの 

【関連する主な取組】 

  施策 4-  相談支援機関の充実 

施策 4-  各種専門職の資質向上 

【考え方】 

「生活や健康・福祉の相談先として地域包括支援センターを選択す

る市民の割合」は、広報など様々な活動によって、相談先として地域

包括支援センターを選択する方を増やしていくことを目指して目標を

設定しています。 

「障がい者相談支援事業所の相談者の課題解決件数」は、相談員の
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人員体制強化や資質の向上を図り、必要なサービスの利用や対応する

支援機関につなげるなど、相談者の課題を解決していくことを目指し

て目標を設定しています。 

高齢者や障がいのある方など、支援を必要とする方が、地域で自立

した生活を送ることができるように、地域包括支援センター、障がい

者相談支援事業所など地域の相談支援体制の充実強化を図ります。 

 

  施策５ 権利擁護支援のための成年後見制度等の利用促進  

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

成年後見制度の市民の認知度 

（制度内容を知っている市民の割合） 
35.5％ 50％ 

※数値は年度末時点のもの 

【関連する主な取組】 

  施策５－  地域連携ネットワークづくりに向けた取り組み 

   施策５－  制度周知の広報活動 

   施策５－  制度利用につながる相談支援・体制整備 

【考え方】 

   成年後見制度について、市民の半数以上の方に制度の内容を知って

もらうことを目指して目標を設定しています。 

制度の認知度向上は、制度利用が必要となった方の速やかな利用に

つながります。一般市民向けに制度に関する普及啓発を行うことや、

関係機関の職員を対象に制度利用に必要な手続きなど実務に関する研

修を行い、制度の認知度の向上を目指します。 

 

施策６ 生活困窮者への支援体制の充実 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

生活就労支援センター利用者のうち

就労・増収となった人数 

502 人 1,300 人 

※数値は単年度のもの 

【関連する主な取組】 

   施策６－  自立相談支援事業 
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施策 6－  住居確保給付金 

施策 6－  就労準備支援事業・認定就労訓練事業 

【考え方】 

国の定める目標値と本市の人口規模から、目標を設定しています。 

生活就労支援センター（ステップ）を中心として、様々な支援機関

等と連携しながら、生活困窮者の経済的自立に向けた就労支援などを

実施し、就労・増収へつながる人を増やしていきます。 

 

施策７ 地域福祉推進のための連携の取組 

指標 基準(2022 年) 目標(2029 年) 

複合的な福祉課題等を抱える市民の

支援方針が決まった割合 

(支援調整課において対応したもの) 

100％ 

 

100％ 

※数値は年度末時点のもの 

※2022 年はモデル区での実施状況 

【関連する主な取組】 

   施策７－  複合的な福祉課題等を抱えた市民に対する支援体制の構築 

【考え方】 

支援調整課において対応した複合的な福祉課題等を抱える市民全て

に対して支援方針を決めていくことを目指して目標を設定しています。 

令和 4年(2022 年)度からモデルとなる区役所に設置された支援調整

課の取組を全区に拡大し、複合的な課題や制度の狭間の課題などの多

様な地域福祉課題に対応するため、組織横断的な情報の共有、支援方

針の検討、役割分担を行っていきます。 
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１ 札幌市地域福祉社会計画審議会 

  札幌市地域福祉社会計画審議会委員名簿 

◎会長 ○副会長   [任期：令和４年(2022 年)４月 1 日～令和７年(2025 年)3 月 31 日]  

委員選出分野  氏    名 所属団体・役職等 

学識経験者 ◎ 畑 亮輔 北星学園大学社会福祉学部福祉臨床学科 准教授 

地域福祉に関わる 

団体の代表者 

 菱谷 雅之 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 常務理事 

 紙谷 京子 札幌市民生委員児童委員協議会 会長 

 田  芳博 屯田地区福祉のまち推進センター 運営委員長 

 高橋 唯之 札幌市ボランティア連絡協議会 会長 

○ 篠原 辰二 一般社団法人 Wellbe Design 理事長 

高齢福祉に関わる 

団体の代表者 

 小林 恒男 
札幌市老人クラブ連合会 常任理事・事務局長 
（令和４年４月～令和５年６月） 

 髙橋 誠 
札幌市老人クラブ連合会 常任理事・事務局長 
（令和５年６月～） 

障がい福祉に関わ

る団体の代表者 
 山田 英雄 障がい者によるまちづくりサポーター 代表 

児童福祉に関わる 

団体の代表者 
 岡本 峰子 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会総務部 総務部長 

生活困窮に関わる 

団体の代表者 
 小川 貴子 札幌市生活就労支援センター・ステップ センター長  

保健・医療に関わ

る団体の代表者 

 土肥 勇 
一般社団法人札幌市医師会 理事 
（令和４年４月～令和５年８月） 

 橋本 茂樹 
一般社団法人札幌市医師会 理事 
（令和５年８月～） 

福祉サービスに関

わる団体の代表者 

 加藤 敏彦 札幌市老人福祉施設協議会 会長 

 長崎 亮一 札幌市介護支援専門員連絡協議会 会長 

教育関係者  須藤 勝也 札幌市学校教護協会 理事長 

権利擁護に関わる

団体の代表者 
 山本 賢太郎 札幌弁護士会 弁護士 

市民公募委員 
 中村 洋子 市民公募 

 塚本 光顕 市民公募 
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  審議会での検討経過 

回数 開催日 主な議事内容 

第１回 令和４年７月７日  １ 会長及び副会長の選出 

２ 札幌市地域福祉社会計画の概要及び今後の審議会スケジュール 

３ 令和３年度審議会の審議内容に係る報告 

第 2 回 令和４年 11 月 29 日 １ 現計画の進捗状況 

２ 地域の福祉活動に関する市民意識調査の実施 

３ 第５次札幌市地域福祉社会計画改定の方向性 

第 3 回 令和５年 3月９日 １ 地域の福祉活動に関する市民意識調査の結果報告 

２ 第２回審議会でいただいた意見の活用 

３ 第５次札幌市地域福祉社会計画の構成（案） 

第４回 令和５年６月 21 日 １ 地域福祉に関する地区意見交換会の開催 

２ 第５次札幌市地域福祉社会計画の骨子（案） 

第５回 令和５年９月 1日 １ 札幌市地域福祉社会計画 2024 素案の検討 

第６回 令和５年９月 27 日 １ 札幌市地域福祉社会計画 2024 答申案の検討 
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２ 権利擁護部会 

  権利擁護部会委員名簿 

◎会長 ○副会長   [任期：令和４年(2022 年)４月 1 日～令和７年(2025 年)3 月 31 日]  

委員選出分野  氏    名 所属団体・役職等 

学識経験者 
○ 白戸 一秀 北海道地域福祉学会 監事 

◎ 畑 亮輔 北星学園大学社会福祉学部福祉臨床学科 准教授 

地域福祉に関わる 

団体の代表者 

 菱谷 雅之 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 常務理事 

 紙谷 京子 札幌市民生委員児童委員協議会 会長 

保健・医療に関わ

る団体の代表者 

 土肥 勇 
一般社団法人札幌市医師会 理事 
（令和４年４月～令和５年８月） 

 清水 研吾 
一般社団法人札幌市医師会 理事 
（令和５年８月～） 

福祉サービスに関

わる団体の代表者 

 赤杉 美香 さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール 相談支援専門員  

 長崎 亮一 札幌市介護支援専門員連絡協議会 会長 

権利擁護に関わる

団体の代表者 

 山本 賢太郎 札幌弁護士会弁護士 弁護士 

 小田 伸一 北海道税理士会成年後見支援センター センター長 

 岩井 英典 札幌司法書士会 名誉会長 

 菅 しおり 
公益社団法人北海道社会福祉士会道央地区支部 

道央地区 支部長 

 今川 かおる 札幌後見支援の会 会長 

 南方 宏幸 
一般社団法人北海道成年後見支援センター 

（北海道行政書士会）理事 

 

  部会での検討経過 

回数 開催日 主な議事内容 

第１回 令和５年１月 12 日  １ 部会長及び副部会長の選出 

２ 現計画の進捗状況 

３ 札幌市成年後見制度利用促進基本計画の概要及び今後のスケジュール 

第 2 回 令和５年３月 24 日 １ 成年後見制度に関する市民意識調査の結果報告 

２ 次期札幌市地域福祉社会計画における成年後見制度利用促進の取組みの検討  

第 3 回 令和５年８月９日 １ 次期札幌市地域福祉社会計画における成年後見制度利用促進の計画案の検討  

第４回 令和５年９月 14 日 １ 次期札幌市地域福祉社会計画における成年後見制度利用促進の計画案の検討  

 

88



３ 地域福祉に関する地区意見交換会 

本計画及び札幌市社会福祉協議会の「さっぽろ市民福祉活動計画」の策

定にあたって、地域福祉活動を実践している関係者からの意見を、計画や

それぞれの取組に反映していくため、札幌市及び札幌市社会福祉協議会の

共催で 10 地区において意見交換会を開催いたしました。 

 

  開催地区及び開催日         ※全て令和５年(2023 年)に開催 

区 地区 開催日 区 地区 開催日 

中央 東北 7/24 豊平 福住 7/25 

北 屯田 7/20 清田 里塚・美しが丘 8/8 

東 栄西 7/3 南 石山 7/7 

白石 北白石 7/26 西 発寒 8/3 

厚別 もみじ台 7/6 手稲 手稲鉄北 8/7 

 

  参加いただいた方々 

・地区福祉のまち推進センターの活動者 

・民生委員・児童委員 

・町内会・自治会関係者 

・地域ボランティア団体、老人クラブ関係者 

・ＮＰＯの関係者 

・介護事業所や障がい者相談支援事業所の職員 

・地域に根差した医療機関や企業の職員 

・地域包括支援センター、介護予防センター職員 

・まちづくりセンター所長 など 
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  各地区での主な意見 

計画について                             

・基本目標Ⅰの施策２「住民等による地域福祉活動の推進」の項目に地域

活動の担い手として、「企業」、「個人」、「ながら見守り1」という３

つのキーワードをこの中に入れてほしい。 

・地域活動をする立場からすると、こうした計画は大きすぎて、もっと簡

単なところからスタートしていかないと無理があると感じる。 

・地域頼みの取組みが多いと感じるため、やらされ感のない活動ができる

ような計画として欲しい。 

・計画の理念・目標・進捗などを周知していく必要があるため、研修等も

やっていってほしい。 

・地域活動に対する財政的支援についても計画の中で明確にしていくこと

が必要。 

 

地域住民による福祉活動について                      

見守り活動 

・見守りについて、センサーの設置などのデジタルの活用していくべき。 

・昔と違って現在は隣近所の人もわからないような状況となっており、見

守りに行っても拒否されてしまうこともあるために、理解が得られるよ

うに PR をしていくべき。 

・高齢者のみならず、子どもに対する地域での見守りも必要である。 

・近隣関係は希薄になっているものの、近所の情報というものが見守りに

おいてはやはり大切である。 

・サロン活動やイベントに出て来られない方をどのように見守っていくか

ということが気になっている。 

 

1 【ながら見守り】札幌市に居住、もしくは通勤・通学している個人の方や札幌市内に拠点を持つ団体

に登録いただき、日常生活の中で「防犯」を意識して周囲を見守っていただく活動。 
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・元気なうちから活動に入っていただき、連絡を取り合って、関係性を築

いておくことが見守りには重要だ。 

・高齢者夫婦世帯ではどちらかが具合が悪くなると、もう片方も生活がで

きない、という状況も見られる。１人暮らしでご家族や友人もいない方

は亡くなられた後のことを不安に思っている方も多く、そういった世帯

への対応が必要と思われる。 

 

サロン活動 

・会館等が減少しており、サロン活動を行う場所が無い。学校や児童会館

を地域に開放することで地域との交流にもつながるのではと思っている。 

・サロン活動の会場までの移動が難しい人や、参加しても溶け込めない人

もおり、大変である。 

 

民生委員・児童委員 

・民生委員の担い手不足によって、欠員が出た場合にはそのエリアを地区

で割り振って持っている状況である。 

・訪問先でトラブルになった際等にどこまで（行政から）守ってもらえる

のかといったことが、問題になってくると思う。 

・担い手の不足への対応として、民生委員の年齢制限を延長して欲しい。 

・子どもに関する情報や、見守り対象者の電話番号等の情報を提供してほ

しい。 

・なかなか地域の人に認識されていない状況もあり、地域の集まりや町内

会長のところへ顔を出すことも大事である。 

・賃貸マンションの管理人に、民生委員が住民に対応する際に協力するよ

う行政から依頼してほしい。 

・民生委員の仕事の範囲を超えるお願いをされるなど、誤解からトラブル

になることもあり、民生委員のあり方を理解していただくことが重要。 
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災害時の避難支援 

・障がい福祉制度の充実により重度の障がいのある方でも一人暮らしがで

きるようになってきていることはいい部分でもあるが、災害時の避難の

際にコミュニケーションが取れない、一人で SOS を出せないという課題

もある。 

・障がいのある方については災害の避難に関して、地域とのつながりが希

薄なことなどの理由から、不安を抱えている人も多い。 

・災害時支援の仕組みについて、若い人は勤めに行っていることもあり、

結果的に高齢者が高齢者を助けるような状況となってしまっているため、

難しいと思っている。 

 

地域の状況や取組について                       

地域の状況 

・新型コロナウイルス感染症の影響で高齢者の外出が減り、地域活動の参

加者も減ってしまったため、停滞していた活動を再び盛んにしていかな

いといけない。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で外部との接点が減り、医療や介護サ

ービスにつながらないケースや、虐待に至ってしまう事例が増えている。 

・マンションが増えることなどにより、地域のつながりが弱くなっている。 

・8050 問題を抱える世帯等の困難性の高い相談が年々増えており、なかな

か支援につながらず解決に時間のかかるケースも増えている。 

・高齢者のご夫婦の在宅サービス利用が多く、ご家族の介護負担の大きさ

を感じるため、ケアラーへの支援や施設の役割を地域の方に知ってもら

う取り組みが大事だと思う。 

・介護予防教室の参加者からは集まれる場所や運動や体操をしたいという

ニーズが多い。 

・事業所の人材不足等により介護保険サービスが使用できない、調整に時

間がかかるという状況もあり、そうした場合に活用できる有償ボランテ

ィアをしている NPO も少ないというのが現状。 
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・金融機関などの企業から認知症の方の情報等が寄せられることもあり、

そうした企業へ介護予防の視点をもっていただくための取組みができな

いか検討している。 

・健康増進や介護予防などについて、高齢になる前の早い段階で認識を持

っていただくことが必要。 

・高齢者に関する相談がやはりメインだが、登校拒否やヤングケアラー等、

子どもに関する相談を受けることもあり、そうした課題に取組んでいけ

るかというところが地域の充実に繋がると思っている。  

 

地域活動の担い手について 

・60 歳以上でも働いている人が増えていることや、高齢化によって、担い

手が不足し、今まで行えていた地域のイベントができなくなってきてい

る。 

・PTA 活動から町内会等の地域活動につながることもあるが、その PTA も

なり手がいない状況である。 

・マンション住まいの方や、若い世代、共働きの方等には町内会や地域活

動に対する関心を持ってもらうことがなかなかできない。 

・子どものイベントへ、親や祖父母に参加してもらうことで、関係性をつ

くり、担い手の確保を目指している。 

・地域活動の根幹となる、リーダーとなれる人物の育成が必要だと思う。 

・単発のボランティア等に参加してもらうなど、地域活動のハードルを下

げることで、担い手の掘り起こしをしていきたい。 

・民生委員活動等の地域の活動に対し、報酬や対価としての金銭を払える

ような仕組みが必要だと思う。 

・活動の励みとなるよう、福まち活動者の表彰制度を検討してほしい。 

・市の職員は町内会の役員になる、休日を利用して活動に参加するなど、

地域福祉に貢献して欲しい 

・担い手を募集する上では地域団体の方でも、受け入れができる体制を作

らなくてはならない。 
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連携の取組について 

・地区社協・福まち、民生委員、町内会等、地域団体同士の連携や情報共

有が大切である。 

・地域と学校の連携を進めていきたいと考えている。 

・様々な問題が複合的に絡んで、色々な支援が必要なケースなどに対応す

る際に地域の皆さんに協力してもらったり、情報をくれたりすることが

多い。 

 

地域での広報活動について 

・地域の方や町内会に対して、福まちや地区社協民生委員などの地域福祉

活動の広報が必要だと感じる。 

・若者や子どもに地域福祉活動に関して知ってもらうような取組が必要。 

・小学校や中学校での福祉の教育がもっと増えていくとよい。 

・電子回覧板の活用など、少しずつ広報手段にデジタルを利用していくこ

とも必要。 

 

個人情報の取り扱いについて                      

・個人情報がネックとなっていて、福まちと民生委員の連携や情報共有に

限界がある。 

・訪問時や、活動に参加いただいたときに知りえた困難を抱えた人への支

援について、個人情報の問題もあり、どこまで介入すべきか判断に迷う

ことがある。 

・個人情報に関するガイドラインのようなものがあれば、活動がしやすく

なる。 

 

成年後見制度について                          

・成年後見制度を知らない人もかなり多い状況である。 

・手続きに時間がかかることや制度が複雑であること、身元保証や死後事
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務も難しいこと等への対応を真剣に考えていかないとならない時代にな

ったと感じており、権利擁護事業の拡大が必要であると思う。 

・成年後見制度は認知症への対応を主としているが、ALS 等の体が動かな

い人の金銭管理が必要な場合もあると考えており、制度の発展が必要な

のではと思う。 

 

行政等への要望                            

・市役所内の部署間の連携をまずは進めていくべきと思う。 

・事業者による見守り事業での通報事例などを、地域の福まちや民生委員

に逐一情報共有してもらえるとよい。 

・各まちづくりセンターに福まち活動拠点として使用できる部屋を設けて

ほしい。 

・町内会での福祉推進委員会や自主防災会の設置を必須事項にしてほしい。 

・老々介護などに苦労している家族介護者の精神的支援のため、交流の場

を設置し、そういった方々に来てもらうような取組が必要。 

・マンションの理事会の理事長が替わった場合などに、まちづくりセンタ

ーに報告するような仕組みが作れないか。 

・窓口が異なったとしても、適切な支援につながれるような誘導をしてい

って欲しい。 

・事業毎の線引きをなくし、１か所に言えば全てに繋がるような仕組みが

必要だと思う。 

・地域福祉活動が盛んな地域にはより多くのお金を援助するといった整理

が必要である。 

・助成金の申請のための手続きを簡単にする、複合的な目的を持った活動

の助成を手厚くする等、助成制度を改善してほしい。 

・バスが減便になり生活が不便になっているため、敬老パスをタクシーチ

ケットに切り替えてほしい。  
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４ 地域の福祉活動に関する市民意識調査 

  地域活動について 

【地域活動への参加経験】 

 何らかの地域活動に参加したことがある人は、39.6%となっています。

平成 28 年度に実施した同調査（以下「前回調査」という）では 41.4％だ

ったため、割合は減少しています。 

 また、年代別にみると、60 歳（定年）を境に地域活動への参加経験があ

る方の割合が比較的高くなっています。 

   

【地域活動団体への参加内容】 

参加した活動で最も多いのは「地域清掃や自然保護などの環境に関する

活動」の 55.0％であり、「高齢者・障がい者の見守りや手助けなどの福祉

活動」は 12.2％と低くなっています。 

  

 

対象者全体(N=427) 

96



【地域活動への参加頻度】 

地域活動への参加頻度は、「年に数回程度」が 39.6％と最も高く、次い

で「月に数回程度」が 13.1％、「年に 1 回」が 13.4％となっています。 

 

【地域活動への参加のきっかけ】 

地域活動への参加のきっかけは、「回覧板」が 41.9％、「家族や知人・

友人」が 34.4％と高い割合となっています。 

 

  

対象者全体(N=427) 
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【地域活動に非参加である理由】 

現在、活動に参加していない理由は、「時間のゆとりがないため」が

47.5％と最も高く、次いで「どんな活動が行われているか情報がないため」

が 45.4%となっています。 

 

対象者全体(N=612) 
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  近所との付き合いについて 

【近所付き合いの程度】 

近所付き合いの程度は、「あいさつをする程度の付き合い」が 57.1%、

（前回調査時 53.6％）と最も高く、次いで「立ち話をする程度の付き合い」

が 30.3％（前回調査時 24.3%）となっています。また、近所との付き合い

はないと回答した人は 8.4%（前回調査時 6.2%）と増加しており、付き合

いの程度が以前より希薄となっています。 

居住形態別でみると、持ち家（一軒家）では「立ち話をする程度の付き

合い」、マンション等集合住宅では「あいさつをする程度の付き合い」の

割合が高く、一軒家と比べて、集合住宅は近所付き合いが希薄な傾向があ

ります。 

 

 

対象者全体(N=1079) 
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【日常生活での相談先】 

 日常生活での相談先は、どの年代も「家族・親戚」が最も高く、次いで

「友人」となっています。 

年代別にみると、60 歳以上の年代では、他世代と比較して「役所などの

公的相談窓口」の割合が高くなっています。 

居住形態別にみると、一人暮らしでは他の家族形態と比較して「相談で

きる相手はいない」が 9.4％（前回調査時 6.8%）と高くなっています。 
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79.2% 46.2% 15.6% 5.9% 3.6% 0.9% 0.3% 1.5% 1.1% 1.2% 10.1% 4.2% 7.3% 2.6% 1.3%

男性(N=453) 72.8% 32.0% 14.6% 5.7% 6.2% 1.3% 0.4% 1.3% 2.0% 2.2% 13.0% 6.0% 10.8% 3.1% 0.9%

女性(N=613) 84.2% 56.9% 16.2% 6.2% 1.8% 0.7% 0.2% 1.5% 0.5% 0.5% 8.2% 2.8% 4.6% 2.3% 1.3%

その他(N=1) 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

無回答(N=12) 66.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 16.7% 0.0% 16.7%

16～19歳(N=11) 78.6% 60.7% 39.3% 3.6% 3.6% 3.6% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 7.1% 3.6% 3.6%

20～29歳(N=10) 84.5% 67.6% 29.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 4.2% 5.6% 1.4% 0.0%

30～39歳(N=24) 87.0% 66.1% 35.7% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.9% 0.0% 6.1% 2.6% 4.3% 1.7% 0.0%

40～49歳(N=53) 88.8% 52.6% 32.9% 6.6% 2.6% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 7.2% 1.3% 3.9% 2.6% 0.7%

50～59歳(N=71) 79.1% 45.4% 15.8% 3.6% 0.5% 0.0% 0.0% 2.0% 0.5% 1.0% 6.1% 5.6% 7.1% 3.1% 0.5%

60～64歳(N=54) 76.7% 44.7% 5.8% 5.8% 1.9% 1.9% 0.0% 3.9% 2.9% 1.0% 19.4% 4.9% 5.8% 1.9% 1.0%

65～74歳(N=118) 77.7% 37.6% 2.1% 7.0% 7.0% 0.4% 0.8% 0.8% 1.7% 1.7% 12.8% 4.5% 9.5% 2.5% 1.2%

75歳以上(N=85) 67.7% 29.8% 0.0% 11.8% 8.7% 3.1% 0.6% 1.2% 0.6% 3.1% 16.8% 5.0% 10.6% 3.7% 3.1%

無回答(N=1) 63.6% 36.4% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 18.2%

一人暮らし(N=224) 63.8% 50.0% 16.1% 4.5% 0.9% 1.8% 0.0% 1.8% 1.3% 0.9% 8.9% 9.4% 7.6% 3.6% 0.9%

夫婦だけの二人世帯

(N=369)
79.4% 40.1% 8.9% 8.1% 5.4% 1.1% 0.5% 1.6% 1.1% 1.6% 11.1% 3.8% 9.5% 2.7% 1.4%

二世代世帯（親と子）

(N=396)
87.4% 49.7% 21.2% 4.5% 3.0% 0.3% 0.0% 1.5% 1.0% 1.0% 9.8% 2.0% 4.5% 1.5% 0.8%

三世代世帯（親・子・孫）

(N=41)
85.4% 56.1% 19.5% 12.2% 12.2% 0.0% 2.4% 0.0% 2.4% 2.4% 7.3% 0.0% 7.3% 0.0% 2.4%

その他(N=30) 83.3% 43.3% 13.3% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 3.3% 6.7% 10.0% 3.3%

無回答(N=19) 68.4% 31.6% 15.8% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 5.3% 21.1% 5.3% 10.5%

対象者全体(N=427)

性

別

年

代

家

族

形

態
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  住民による支え合い活動について 

【近所の手助けが必要な方へできること】 

近所の手助けが必要な方へできることは、「安否確認の声掛け」が

62.3％と最も高く、次いで「話し相手」が 28.5％、「玄関前の除雪」が

26.3％となっています。 

 

 
対象者全体(N=924) 
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  札幌市の地域福祉施策について 

【福祉のまち推進センターの認知度】  

福祉のまち推進センターについて「知っている」が 16.9％であり、前回

調査の 20.3%から比べて、認知度が減少しております。 

なお、年齢が高くなるにつれて認知度は高くなる傾向があります。 

 

  

 

【福祉のまち推進センターを知った手段】 

福祉のまち推進センターを知った手段は、「広報さっぽろ」が 45.6％と

最も高く、次いで「回覧板」が 40.1％となっています。 

 

 

対象者全体(N=1079) 

対象者全体(N=182) 
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【福祉のまち推進センターの活動への参加意欲】 

福祉のまち推進センターの活動への参加意欲については、「きっかけが

あれば参加したい」が 23.5%、「参加したいが、時間的・体力的な都合に

より参加することは難しい」 20.6%となっています。 

また、年代別にみると、20 歳代では「きっかけがあれば参加したい」が

３割を超え、比較的高い割合となっています。 

対象者全体(N=1079) 
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５ パブリックコメント 

  実施概要 

ア 意見募集期間 

令和５年(2023 年)12 月 21 日～令和６年(2024 年)１月 25 日 

 イ 意見募集方法 

   持参、郵送、ファックス、電子メール 

 ウ 主な資料公表場所 

   ・札幌市保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課 

   ・市政刊行物コーナー（札幌市役所本庁舎２階） 

   ・各区役所総務企画課、保健福祉課 

   ・各まちづくりセンター 

   ・札幌市公式ホームページ（札幌市地域福祉社会計画のページ） 

  意見概要 

ア 提出者数  人 

イ 件数    件 

ウ 項目別意見件数 

意見件数 構成比

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

資料編

合計

計画案全体を通じた意見

計画案以外の意見

第５章

項目

第１章

第２章

第３章

第４章

 エ 意見の概要とそれに対する市の考え方 
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